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史
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か
つ
て
中
園
史
上
の
農
民
戦
争
と
宗
数
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
議
を
呼
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
後
漢
の

太
卒
道
、

五
斗
米
遁
か
ら
清
末
の
奔
上
帝
曾
ま
で
、
反
観
と
関
係
の
あ

っ
た
各
種
の
邪
教
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
、
そ
れ
ら
の
宗
教
に
も
と
も
と

革
命
的
要
素
が
備
っ
て
い
た
の
か
ど
う
か
、

そ
れ
ら
の
宗
敬
経
典
中
に
革
命
思
想
が
含
ま
れ
て
レ
た
の
か
ど
う
か
な
ど
、
農
民
戦
争
に
果
し
た

会
主
叡
の
役
割
や
邪
数
の
性
格
な
ど
に
つ
い
て
論
議
さ
れ
た
。

し
か
し
、

そ
う
し
た
論
争
に
並
行
し
て
個
々
の
宗
教
反
観
な
り
邪
数
な
り
に
つ
い
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て
綿
密
な
研
究
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
不
明
の
事
柄
が
多
い
。
も
と
よ
り
、
時
の
政
権
に
反
抗
し
て
弾
医
さ
れ
た
邪
教
徒
の

貫
態
、
巌
し
い
法
禁
を
く
ぐ
っ
て
生
き
つ
づ
け
た
秘
密
宗
数
の
活
動
欣
況
を
と
ら
え
る
こ
と
は
、
史
料
の
制
約
か
ら
は
な
は
だ
困
難
で
あ
る
。
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そ
の
た
め
充
分
な
検
討
を
鰹
な
い
ま
ま
に
自
明
の
こ
と
と
し
て
、
誤
っ
た
見
解
が
そ
の
ま
ま
通
行
す
る
こ
と
も
、
往
々
に
し
て
み
ら
れ
る
。
そ

の
一
例
が
方
蹴
の
凱
と
宗
教
の
閥
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。

方
附
閣
の
飢
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
北
宋
末
の
宣
和
二
年
三
ご

δ
)
十
月
に
睦
州
申
一
円
醤
鯨
の
人
、
方
脳
が
花
石
綱
で
代
表
さ
れ
る
朝
廷
の

背
数
珠
求
に
抗
し
て
蜂
起
し
、
た
ち
ま
ち
に
し
て
両
新

・
江
東
の
六
州
五
二
燃
を
席
各
し
、
大
い
に
朝
廷
を
震
骸
せ
し
め
た
反
凱
で
あ
る
。
こ

の
蹴
は
四
川
の
王
小
波

・
李
順
の
凱
、
湖
南
の
鍾
相

・
楊
仏
の
蹴
と
と
も
に
宋
代
の
三
大
農
民
戦
争
の
一
つ
と
み
な
さ
れ
て
、
近
年
と
く
に
閥

@
 

心
を
集
め
て
多
く
の
研
究
が
行
わ
れ
、
『
宋
代
三
次
農
民
起
義
史
料
品
挺
編
』
と
い
う
史
料
集
も
中
園
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
反
観

は
喫
茶
事
施
つ
ま
り
マ
ニ
教
徒
が
お
こ
し
た
宗
教
反
飽
と
さ
れ
、
こ
の
凱
を
扱
っ
た
論
文
で
は
喫
菜
事
魔
の
一
節
を
設
け
て
マ
ニ
数
の
中
園
俸

播
と
宗
数
内
容
に
つ
い
て
概
述
し
て
お
り
、
右
の
史
料
集
も
敦
慢
出
土
の
マ
ニ
一
敬
経
典
断
簡
ま
で
放
談
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
論
文
に

引
用
す
る
史
料
か
ら
で
も
、

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、

「
摩
尼
数
人
中
園
考
」
の
な
か
で
、
方
脱
が
マ
ニ
数
徒
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
と
記
し
て
い
勾
の
で
あ
る
。

方
臓
が
マ
ニ
数
徒
で
あ
っ
た
と
い
う
確
誼
は
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

す
で
に
陳
垣
は
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方
脱
が
マ
ニ
数
徒
で
あ
る
と
い
う
確
誼
が
な
し
と
す
れ
ば
、
彼
は
ど
の
よ
う
な
宗
教
を
反
凱
に
際
し
て
利
用
し
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
て

み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
小
稿
で
は
ま
ず
方
踊
の
飢
に
闘
す
る
文
献
を
吟
味
し
直
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
零
細
な
記
述
を
用
い
て
、
方
闘
の
凱
に
お

け
る
宗
数
の
役
割
を
探
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。

方
雌
の
凱
の
史
料

方
蝋
の
凱
に
閲
す
る
主
要
史
料
は
前
掲
『
宋
代
三
衣
農
民
起
義
史
料
梨
編
』
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
編
集
は
は
な
は
だ
杜
撰
で
あ
っ

て
、
こ
の
凱
の
史
料
に
つ
レ
て
も
史
料
吟
味
が
ま
っ
た
く
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
た
だ
反
凱
を
記
し
た
諸
記
録
を
漫
然
と
羅
列
し
た
に
す
ぎ
な
い

も
の
で
あ
る
。
ま
た
近
年
の
閥
係
論
文
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
史
料
債
値
を
検
討
し
て
引
用
し
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
の
で
、

は
じ
め
に
主

要
史
料
の
若
干
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。



ま
ず
嘗
代
の
史
籍
『
績
資
治
遁
鑑
長
編
紀
事
本
末
』
(
以
下
、
紀
事
本
末
)
、
『
宋
曾
要
輯
稿
』
〈
宋
曾
要
)
、
『
皇
朝
編
年
綱
目
備
要
』
一
一

八
(
網
目
備
要
¥
『
皇
宋
十
朝
綱
要
』
一
八
(
十
朝
綱
要
)
さ
ら
に
『
東
都
事
略
』
『
宋
史
』
な
ど
の
こ
の
凱
に
闘
す
る
記
述
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に

記
事
の
疏
密
の
差
は
あ
っ
て
も
、
内
容
に
重
要
な
相
違
は
な
い
。
そ
の
な
か
で
反
範
の
経
過
を
日
ご
と
に
記
録
し
て
い
る
の
は
、
紀
事
本
末
、

宋
食
要
そ
し
て
十
朝
綱
要
で
あ
る
が
、
た
だ
十
朝
綱
要
の
宣
和
三
年
三
月
の
僚
は
、
『
四
史
朔
閏
表
』
が
指
摘
す
る
ご
と
く
、
丙
申
朔
を
丙
戊

と
課
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
月
に
丁
卯
の
記
事
ま
で
あ
る
が
、
丙
民
朔
と
す
れ
ば
丁
卯
は
四
十
三
日
、

る
。
し
た
が
っ
て
少
な
く
と
も
三
月
に
つ
い
て
は
本
書
に
信
を
お
き
が
た
い
。

四

丙
申
朔
と
し
て
も
三
十
三
日
と
な

方
鵬
の
事
迩
を
ま
と
め
た
も
の
に
『
青
漠
冠
軌
』
と
『
青
援
弄
兵
銀
』
の
両
種
が
あ
り
、
こ
の
飽
の
研
究
で
は
か
な
ら
ず
引
用
さ
れ
る
文
献

で
あ
る
が
、
買
は
雨
書
と
も
に
編
纂
物
で
あ
る
。

『
青
渥
冠
軌
』
は
書
目
類
に
も
方
勺
撰
と
な
っ
て
い
る
が
、
買
は
方
勺
『
泊
宅
編
』
、
閥
名
『
容
菊
逸
史
』
円
ぞ
れ
に
附
録
と
し
て
荘
縛
『
難

肋
編
』
そ
れ
ぞ
れ
の
中
か
ら
方
蝋
闘
係
記
事
を
録
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
編
者
は
『
四
庫
提
要
』
に
記
す
ご
と
く
、

『
皐
海
類
編
』
の
'編
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輯
者
曹
溶
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
、
本
書
が
依
接
し
た
『
泊
宅
編
』
等
に
も
問
題
が
あ
る
。

の
ち
に
湖
州
烏
程
鯨
の
東
数
十
里
に
あ
る
泊
宅
村
に
買
田
寓
居
し
て
、
み
ず
か
ら
泊
宅
少
翁
と
競

し
た
。
本
書
は
そ
の
時
の
著
述
で
、
主
に
北
宋
後
期
の
軟
事
を
記
録
す
る
。
こ
と
に
こ
の
凱
に
闘
す
る
文
章
は
同
時
代
人
の
記
録
と
し
て
早
く

『
泊
宅
編
』
の
撰
者
方
勺
は
委
州
の
人
、

か
ら
注
目
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
存
の
『
泊
宅
編
』
に
は
三
巻
本
と
十
巻
本
と
が
あ
り
、
明
士
不
清
初
に
は
も
っ
ぱ
ら
三
各
本
が
行

わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
『
青
漠
冠
軌
』
は
『
稗
海
』
所
牧
の
三
巻
本
か
ら
銀
出
し
、

『
四
庫
全
書
』
も
ま
た
こ
れ
を
牧
め
た
。
そ
の
後
、
嘉

慶
中
に
石
門
顧
氏
が
明
隆
慶
四
年
錫
山
秦
汝
立
奮
臓
の
宋
刊
十
巻
本
を
入
手
し
て
『
護
霊
粛
叢
書
』
に
校
刻
し
、

書
』
に
は
こ
の
十
巻
本
が
三
巻
本
と
併
建
て
刻
入
さ
れ
た
。
雨
本
は
項
目
に
出
入
が
あ
る
ほ
か
、
同
一
項
目
に
つ
い
て
も
文
字
の
異
同
が
は
な

つ
い
で
胡
鳳
丹
輯
『
金
華
叢
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に
従
う
べ
き
で
あ
る
。

『
四
庫
提
要
』
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
三
巻
本
に
は
後
人
の
臆
改
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
確
か
な
史
料
と
し
て
は
十
各
本

つ
ま
り
方
踊
の
範
に
つ
い
て
も
、
三
各
本
か
ら
録
出
さ
れ
た
『
育
漢
語
軌
』
の
記
述
で
な
く
て
十
巻
本
『
泊
宅
編
』
に

は
だ
し
く
、
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依
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
三
巻
本
に
後
人
の
武
断
臆
改
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
衣
の
黙
か
ら
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
喫
茶
事

魔
を
説
明
し
た
一
節
に
、
十
各
本
で
は

有
以
其
疑
似
難
識
。
欲
痛
絶
之
、
恐
其
滋
蔓
、
因
置
而
不
問
、
馴
致
綱
柑
医
者
有
之
。
有
捨
法
令
、

登
騒
之
死
地
、
務
絶
其
本
根
、
粛
清
境
内
、
而
此
曹
念
則
披
邑
緊
而
反
者
有
之
。

一
切
弗
問
、
但
魔
迩
梢
露
、
則
使
属
邑

と
あ
る
の
に
到
し
、

三
各
本
で
は

「
者
有
之
」
の
と
こ
ろ
が
そ
れ
ぞ
れ

「
則
陳
光
之
於
方
鵬
是
也
」

「則
越
守
劉
給
之
於
仇
賊
是
也
」
と
敷
街

さ
れ
、
さ
ら
に
後
者
に
は
「
仇
破
剣
幌
、
新
昌
、
上
虞
九
三
豚
」
と
の
墜
行
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。

と
も
に
喫
茶
事
魔
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
方
踊
が
マ
ニ
山
教
徒
で
あ
っ
た
と
す
る
有
力
な
誼
援
に

つ
ま
り
、
三
各
本
に
よ
れ
ば
、
方
勺
は
方

雌
と
仇
賊
す
な
わ
ち
仇
道
人
と
を
、

な
る
が
、
十
各
本
で
は
そ
の
よ
う
に
断
定
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
三
巻
本
の
こ
の
部
分
が
後
人
の
加
筆
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま

た
三
巻
本
で
「
喫
茶
事
魔
」
と
記
し
て
レ
る
と
こ
ろ
、
十
巻
本
で
は
「
競
食
事
魔
」
と
あ
り
、
南
宋
初
期
に
は
ま
だ
喫
茶
事
魔
の
語
が
熟
し
て

い
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

『
育
漠
冠
軌
』
に
牧
め
る
第
二
は
「
容
驚
逸
史
日
」
で
は
じ
ま
る
部
分
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
方
蝋
の
決
起
前
夜
の
有
様
を
劇
的
に
描
潟
し
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て
レ
る
。
す
な
わ
ち
、
方
鵬
が
悪
少
の
尤
た
る
者
百
除
人
を
召
し
て
酒
宴
を
聞
き
、
宴
た
け
な
わ
の
こ
ろ
、
方
鵬
は
起
ち
あ
が
っ
て
朝
廷
の
苛

政
に
抗
議
し
軟
弱
な
外
交
政
策
を
非
難
し
て
決
起
を
よ
び
か
け
る
と
、

同
席
の
者
は
こ
ぞ

っ
て
こ
れ
に
賛
同
し
た
と
レ
う
も
の
で
、
方
踊
の
ア

し
か
し
、
容
斎
逸
史
な
る
も
の
の
素
姓
が
明
ら
か
で
な
い
。

ピ

1
ル
は
こ
の
反
凱
の
目
的
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
、

か
な
ら
ず
引
用
さ
れ
る。

そ
れ
ば
か
り
か
、

動
を
略
し
て
書
か
な
か
っ
た
。

末
尾
に

「
泊
宅
翁
が
寵
軌
を
著
わ
し
た
時
に
は
、
新
王

(
韓
世
忠
)
が
ま
だ
著
名
で
な
か
っ
た
の
で
、

ま
た
嘗
時
、
宰
臣
の
多
く
が
な
お
朝
廷
に
お
り
、
方
蝋
ら
の
陰
謀
の
言
葉
は
差
し
さ
わ
り
が
あ
っ
た
の
で
、
削

ハ
泊
宅
翁
は
)
彼
の
武

っ
て
載
せ
な
か

っ
た
。
吾
は
と
く
応
こ
れ
を
記
録
し
て
、

後
世
、

政
治
を
行
う
者
へ
の
数
戒
と
し
た
い
。
」

と
あ
り
、

」
の
部
分
は
後
代
の
人

が
野
史
な
ど
に
基
づ
い
て
あ
ら
た
に
撰
述
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
明
清
南
朝
に
仕
官
し
、

ま
た
都
で
李
自
成
の
凱
に
遭
遇
し
た

こ
と
の
あ
る
編
者
曹
溶
が
、
方
鵬
の
範
に
托
し
て
新
王
朝
に
劃
す
る
警
句
と
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
部
分
は
範
後
し
ば
ら



く
し
て
書
か
れ
た
他
の
部
分
に
比
べ
て
、

は
る
か
に
史
料
的
債
値
は
劣
る
。

『
車
円
漠
冠
軌
』
の
附
録
部
分
は
南
宋
の
荘
縛
『
難
肋
編
』
か
ら
録
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
撰
者
荘
縛
の
姓
名
行
履
に
闘
す
る
『
四
庫
提
要
』

@
 

の
誤
り
に
つ
い
て
は
、
余
嘉
錫
の
嬬
誼
が
あ
る
。
そ
の
考
査
に
よ
れ
ば
、

に
遁
剣
建
昌
軍
、
同
六
年
に
知
南
雄
州
を
歴
任
し
た
。

荘
縛
は
字
は
季
裕
、

紹
興
元
年
ハ
一
ご
三
〉

『
難
肋
編
』
巻
上
の
事
廃
食
茶
(
『
育
渓
窓
軌
』
は

泉
州
恵
安
豚
の
人
、

『
青
渓
寵
軌
』

に
録
出
し
た
部
分
は

害
し
た
云
々
」

と
の
附
記
が
あ
る
。

巌
州
遠
安
牒
の
白
馬
洞
の
修
羅
の
家
に
逃
げ
、

修
羅
の
飽
は
紹
興
三
年
(
一
二
三
二
)
三
月
か
ら
五
月
に
お
こ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
文
末
に
「
余
(
荘
紳
〉
が
こ
れ
を
書
い
て
か
ら
一
年
た
た
な
い
う
ち
に
、

遁
補
さ
れ
る
と
険
に
よ
っ
て
抵
抗
し
、

街
州
開
化
鯨
の
余
五
婆

喫
楽
事
施
に
改
め
る
)
の
僚
で
あ
る
が

な
る
者
が
(
事
施
食
薬
と
)
告
設
さ
れ
て

官
吏
を
殺

こ
の
事
魔
食
菜
の

つ
ま
り
、
方
膿
の
乱
後
わ
ず
か
十
年
で
あ
る
。

文
章
は
前
年
の
紹
興
二
年
中
に
建
昌
軍
(
江
西
)
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

た
だ
し
こ
の
文
章
は
凱
の
経
過
を
絞
述
し
た
も
の
で
は
な
く

『
主
円
渥
冠
軌
』
に
附
載
さ
れ
た
の
は
文
中
に
「
睦
州
方
鵬
の
凱
に
、

そ
の
(
事
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魔
食
楽
)
徒
が
相
煽
し
て
起
つ
」
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

一方、

『育
援
弄
丘
ハ録
』
は
南
宋
の
王
調
大
撰
と
さ
れ
て
レ
る
が
、
こ
れ
も
編
纂
物
で
あ
っ
て
、
十
巻
木
『
泊
宅
編
』
の
方
酬
明
記
事
と
『
園

末
尾
に
嘉
泰
元
年
(
二

δ
一
)
の
王
調
大
の
附
記
が
あ
る
。

⑤
 

と
も
よ
ば
れ
る
。

後
者
は

朝
績
舎
要
』
二
五
三
巻
出
師
門
の
方
踊
の
篠
と
を
録
出
し
た
も
の
で
、

元
監
元
年
(
一
読
に
紳
宗
初
)
よ
り
靖
康
末
年
ま
で
の
舎
要
で
、

『
乾
遁
績
四
朝
禽
要
』

こ
こ
に
録
出
し
た
文
章
は
い
ま
の

『
宋
舎
要
』
を
利
用
す
れ
ば
、

『
室
四

吋
宋
曾
要
』
兵
・
討
叛
・
方
鵬
の
僚
に
嘗
り
、
字
句
の
異
同
も
き
わ
め
て
少
な
い
。
す
で
に
『
泊
宅
編
』

渓
弄
兵
録
』
は
あ
ら
た
め
て
参
照
す
る
必
要
の
な
い
書
で
あ
る
。

同
時
代
人
の
文
集
の
な
か
で
は
、

史
料
品
来
編
に
牧
載
さ
れ
る
も
の
の
ほ
か
、

李
綱
『
梁
難
先
生
全
集
』
中
の
詩
文
が
重
要
で
あ
る
。
李
綱

(一

O
八
=
了
二
四
O
)
は
宣
和
元
年
、
京
師
の
大
水
に
際
し
て
上
疏
し
、
盗
賊
外
患
に
劃
す
る
封
策
を
講
じ
る
こ
と
を
求
め
た
こ
と
か
ら
執

政
者
の
怒
り
に
鏑
れ
、
つ
い
で
監
南
創
州
沙
懸
税
務
に
毘
請
さ
れ
た
。

翌
二
年
、
罪
を
ゆ
る
さ
れ
て
父
親
ら
が
住
む
梁
難
(
無
錫
)
に
蹄
る
ベ

そ
の
途
上
で
こ
の
凱
に
遭
遇
し
た
た
め
、
迂
回
し
て
鏡
州
か
ら
池
州
に
達
し
、
二
か
月
ほ
ど
か
か
っ
て
よ
う
や
く
金
陵
に
到
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く
北
上
し
た
が
、
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達
し
た
。
彼
は
そ
こ
で
太
宰
王
嗣
、
門
下
侍
郎
自
時
中
、
少
侍
鄭
居
中
、
中
書
侍
郎
潟
照
載
、
向
書
右
丞
王
安
中
、
梅
執
雄
、
程
振
ら
嘗
局
者

や
知
人
に
「
方
窟
を
論
ず
る
書
」
を
迭
っ
て

そ
の
針
策
を
進
言
し
た

(
全
集
一

O
八、

一
O九
)。

そ
れ
は
宜
和
三
年
正
月
、

方
鵬
軍
が
杭
州

を
占
援
し
秀
州
に
侵
攻
し
て
い
た
時
で
あ
っ

た
。
王
制
に
上
っ
た
蓄
に

某
、
能

・
信
諸
州
を
遅
回
す
る
こ
と
凡
そ
雨
月
像
、
方
冠
の
事
に
一於
で
、
親
し
く
探
報
を
見
、
及
び
博
聞
よ
り
得
て
、
質
に
詳
悉
せ
り
。

と
記
し
て
お
り
、
採
報
と
体
聞
に
よ
る
と
は
い
え
、
こ
の
凱
に
つ
レ
て
も

っ
と
も
早
い
記
録
で
あ
る
。

一方、

梁
織
に
居
る
親
族
を
案
じ
た
詩

も
多
く
作
っ
て
お
り
、

こ
の
飢
に
遭
遇
し
た
士
大
夫
の
心
情
を
う
か
が
え
る
。

方
鵬
の
凱
と
宗
数
の
関
係

以
上
に
穆
げ
た
諸
史
料
は
す
べ
て
、
方
鵬
の
蹴
が
宗
教
を
利
用
し
て
民
衆
を
糾
集
し
た
反
飢
で
あ

っ
た
と
い
う
黙
で

一
致
し
て
い
る
。
そ
の

術
で
か
れ
ら
を
誘

っ
た
の
で
、

兇
館
市
が
次
第
に
集
っ

た
。

是
月
丙
子

(
十
月
九
日
)
里
正
の
方
有
常
を
殺
し、

不
還
の
輩
が
往
々
そ
こ
に
た
む
ろ
し
て
レ
た
。
方
脳
な
る
者
、
が
妖

火
を
つ
け
て
略
奪
し
た
。
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例
を
翠
げ
れ
ば

つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。

陸
州
主
円
強
燃
に
謂
源
と
い
う
洞
が
あ
り
、
深
さ
は
約
四
十
除
里
あ
り
、

対
源
に
退
き
あ
げ
、
そ
の
簸
を
四
方
に
出
し
て
騒
擾
さ
せ
、
星
雲
紳
怪
の
読
を
鼓
扇
し
て
民
衆
を
肱
惑
し
、
こ
れ
に
従
う
者
が
ほ
と
ん
ど

高
人
に
な

っ
た

(
紀
事
本
末
)
。

睦
州
車円
換
腕
の
妖
賊
方
附
閣
は

常
源
洞
を
接
黙
に
し
て
倍
競
改
元
し
、

妄
り
に
妖
幻
を
唱
え
て
兇
議
を
招
き
緊
め

分
遁
し
て
剰
劫
し
た

(
宋
禽
要
)
。

方
冠
な
る
者
は
も
と
も
と
狂
愚
無
知
の
民
で
あ
り

妖
教
を
停
習
し
、

紳
奇
に
依
り
て
衆
を
惑
わ
し

迭
に
借
逆
を
謀
っ

た

(梁駅間集、

上
門
下
白
侍
郎
書)。

睦
州
青
漢
豚
璃
村
の
居
人
方
脳
は
左
道
に
託
し
て
衆
を
惑
わ
し
た
(
泊
宅
編
)。



右
の
諸
例
は
い
ず
れ
も
方
鵬
が
妖
術
を
習
い
、
そ
れ
を
用
い
て
.
民
衆
を
ひ
き
つ
け
奉
兵
に
従
わ
せ
た
こ
と
を
記
す
が
、
そ
の
妖
術
、
妖
敬
が

い
わ
ゆ
る
喫
茶
事
魔
の
宗
教
で
あ
っ
た
と
は
ま
っ
た
く
警
か
れ
て
レ
な
い
。
そ
の
黙
は
陳
垣
が
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
記
録

す
る
側
が
叛
徒
の
宗
数
右
細
か
く
匡
別
せ
ず
、
あ
る
い
は
探
知
で
き
ず
に
一
般
的
に
妖
教
と
記
す
場
合
も
考
え
ら
れ
、
喫
茶
事
魔
あ
る
い
は
魔

数
な
ど
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
け
で
、
方
腫
ら
が
そ
の
信
徒
で
な
か
っ
た
と
は
断
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

呼
臣
服
し
て
蜂
起
し
た
越
州
剣
懸
の
仇
道
人
を

し
か
し
、
『
泊
宅
編
』

で
は
方
蝋
を
「
左
道
に
託
し
て
衆
を
惑
わ
し
た
」

と
す
る
に
劃
し
て
、

「
魔
賊
」

と
記
し
て
お

り
、
後
掲
の
棲
舗
の
文
章
で
も
、
台
州
ロ
ロ
師
嚢
の
み
「
魔
術
を
以
っ
て
」
起
こ
っ
た
と
あ
り
、
嘗
時
か
ら
妖
賊
と
魔
賊
と
を
匿
別
し
て
記
録
し

て
い
た
。
ま
た
『
難
肋
編
』
事
魔
食
菜
の
僚
で
も

し
か
し
て
、
近
ご
ろ
(
胞
に
)
事
え
る
者
が
ま
す
ま
す
多
く
な
り
、

方
鵬
の
凱
に
、
そ
の
徒
は
鹿
々
で
相
煽
動
し
て
起
こ
っ
た
。

一
噛
建
よ
り
流
れ
て
温
州
に
至
り
、

遂
に
二
漸
に
及
ぶ
と
云
う
。
睦
州

と
記
さ
れ
、
こ
こ
で
も
方
麟
自
身
が
事
魔
の
徒
で
あ
る
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
範
に
呼
膳
し
て
事
魔
の
徒
が
各
地
で
蜂
起
し
た
と
い
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う
の
で
あ
る
。

方
踊
が
喫
茶
事
魔
す
な
わ
ち
マ
ニ
敬
の
徒
で
な
か
っ
た
と
す
る
と
、
彼
が
習
い
民
を
燭
動
し
た
左
道
、
妖
術
と
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ

う
か
。
明
確
に
そ
れ
を
説
明
す
る
史
料
は
な
い
が
、
断
片
的
な
諸
記
録
の
な
か
か
ら
若
干
の
手
が
か
り
は
得
ら
れ
る
。
先
ず
『
宋
合
同
要
』
兵
・

討
叛
・
方
磁
の
僚
に
引
用
す
る
江
南
東
路
蒋
運
副
使
曾
昇
の
奏
文
中
に

ぷ

き

訪
問
し
た
と
こ
ろ
、
賊
徒
は
多
い
け
れ
ど
も
、
ま
っ
た
く
器
械
を
絞
き
、
た
だ
人
の
教
で
補
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
本
(
江
南
東
)
路

が
汲
遣
し
た
官
兵
は
そ
れ
ぞ
れ
器
械
を
持
つ
て
は
レ
る
が
、
賊
徒
が
数
百
人
で
前
後
か
ら
拳
を
振
り
上
げ
て
襲
い
か
か
り
、
官
丘
ハ
を
困
ら

せ
る
b

童
子
や
婦
人
が
前
列
に
お
り
、
丹
黛
を
塗
っ
て
妖
怪
に
化
け
て
、

ひ
そ
か
に
落
し
穴
を
つ
く

っ
て
い
る
。

わ
が
軍
隊
を
驚
か
す
。
ま
た
由
来
窟
に
は
周
圏
に
要
害
を
設
け
、

か
ら
く
り

あ
る
い
は
背
高
い
人
形
を
つ
く
っ
て
、
大
衣
を
着
せ
て
機
関
で
動
か
し
、
矛
戟
や
旗
織
を
持
た

た
だ
ど
れ
も
畏
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
く
、
道
路
を
熟
知
す
る
人
さ
え
得

461 

せ
、
丹
黛
を
塗
っ
て
鬼
神
の
面
貌
に
し
て
官
兵
を
惑
わ
す
。
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ら
れ
れ
ば
、
す
ぐ
に
も
進
入
で
き
る
。

と
、
反
乱
軍
の
様
子
を
詳
し
く
報
告
し
て
レ
る
。
同
じ
情
景
は
『
泊
宅
編
』
に
、
彼
ら
は
「
甲
宵
な
く
、

た
だ
鬼
神
詑
秘
の
事
を
以
っ
て
相
扇

諭
す
る
」
と
み
え
る
。
ま
た
反
凱
甲
車
が
巧
妙
な
陽
動
作
戦
に
よ
っ
て
官
兵
を
撃
破
し
た
こ
と
は
、
李
綱
の
上
蓄
の
な
か
に
、

ム
a'と
れ
リ
J

(
賊
が
)
疑
兵
を
設
け
て
江
よ
り
潮
に
乗
せ
て
下
す
と
、

@
 

径
か
ら
侵
入
し
、
遂
に
銭
塘
を
陥
れ
た
。

官
軍
の
指
揮
官
は
全
軍
を
そ
の
防
禦
に
首
ら
せ
た
。

賊
は
そ
の
虚
を
衝
い
て
山

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
妖
怪
や
鬼
神
に
化
け
、
落
し
穴
を
設
け
た
り
、
お
と
り
の
兵
を
放

っ
た
り
し
て
官
兵
を
肱
惑
さ
せ
た
方
脳
軍
の

活
動
は
、
官
軍
側
に
は
そ
れ
が
ま
さ
し
く
妖
賊
と
思
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
蜂
起
の
民
衆
も
強
力
な
官
軍
を
容
易
に
蹴
散
ら
す
妖
怪
鬼
神
の
威
力

や
霊
験
を
信
じ
て
奮
い
立
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

一
方
、
官
軍
側
で
も
賊
が
攻
め
て
き
た
と
き
、
忽
ち
神
丘
ハ
が
現
わ
れ
て
賊
軍
を
驚
走
さ
せ
、
凱
後
そ
の
紳
が
胸
記
さ
れ
た
と
い
う
記
事
が
南

①
 

宋
の
地
方
志
に
多
く
み
ら
れ
る
。
こ
の
地
域
は
一
般
に

「
向
鬼
好
記
の
地
」

で
あ
り
、
反
晶
軍
も
官
軍
も
こ
の
土
地
の
習
俗
、
民
衆
の
信
仰
を
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利
用
し
て
、
民
衆
を
鼓
舞
し
士
気
を
高
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

反
飢
寧
の
獄
況
を
示
す
い
ま

一
つ
の
史
料
は
、
楼
鏑
『
攻
娘
集
』
七
三
「
肢
先
大
父
徽
猷
閣
直
向
学
士
告
」
中
の
記
事
で
あ
る。

若
い
こ
ろ
祖
父
(
異
)
に
随
侍
し
て
虚
州
に
往
き
、
そ
こ
で
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
賊
が
握
州
に
来
冠
し
た
と
き
、

(
賊
は
)
た
だ
数
隻
の

は
ち
ま
き

舟
に
百
絵
人
を
乗
せ
、
絡
由
巾
を
柏
首
に
し
て
、
そ
の
上
に
鏡
を
つ
け
、
日
光
に
照
耀
さ
せ
て
、
龍
泉
山
の
聞
か
ら
、
鉦
鼓
を
凱
打
し
て
、

@
 

流
れ
を
下
っ
て
き
た
と
い
う
。

こ
の
賊
と
レ
う
の
は
、
方
鵬
の
部
将
洪
載
が
率
い
る

一
陵
で
あ
る
。
果
捨
は
、
鉢
巻
の
上
に
鏡
を
つ
け
た
の
は
、
彼
ら
が
明
界
を
希
求
す
る

@
 

マ
ニ
教
徒
で
あ
っ

た
か
ら
と
解
し
て
い
る
が
、
右
の
文
章
に
つ
づ
い
て

温
(
州
)
は
則
ち
慮
(
州
の
〉
賊
洪
再

(
H載
)
が
そ
の
徒
を
し
て
来
攻
せ
し
め
、

⑪
 

(
師
脚
〉
よ
り
渡
し
た
。

そ
の
西
は
呂
師
襲
、
が
魔
術
を
も
っ
て
台
(
州
)
の
仙
居



と
記
し
、
棲
鏑
は
呂
師
嚢
を
魔
賊
と
み
る
の
に
射
し
て
、
洪
載
の
方
は
撃
に
賊
と
の
み
記
し
て
い
て
、
彼
を
事
魔
の
徒
と
は
み
て
い
な
い
。

か
も
、
洪
載
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
史
料
も
存
す
る
。

し

〈
方
〉
醸
の
業
洪
載
は
、
果
し
て
松
陽
を
経
て
郡
城
を
襲
っ
て
占
援
し
、
略
奪
し
た
大
家
の
財
を
ば
ら
ま
い
て
民
衆
を
募
っ
た
。

術
で
も
っ
て
郡
民
を
ま
ど
わ
し
、
園
鏡
を
机
の
上
に
置
い
て
、
「
こ
れ
は
人
の
罪
業
を
照
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
い
.
そ
こ
で
(
か
れ

@
 

ら
を
)
駈
り
立
て
て
、
時
埠
ま
ま
に
殺
裁
を
お
こ
な
っ
た
。

ど
う

こ
の
「
人
の
罪
業
を
照
ら
す
」
園
鏡
と
は
併
典
に
説
く
業
鏡
の
こ
と
で
あ
る
。
業
鏡
と
い
う
の
は
寸
衆
生
の
善
悪
の
業
を
篤
し
取
る
冥
界
の

鏡
」
で
あ
る
と
あ
れ
旬
、
冥
途
で
閣
羅
王
の
審
判
を
受
け
る
と
き
、
亡
人
は
業
鏡
に
よ
っ
て
先
世
の
所
行
の
善
悪
を
知
ら
さ
れ
る
と
も
信
じ
ら
れ

て
い
旬
。
宋
代
の
例
で
は
、
紹
照
の
は
じ
め
胡
大
本
が
宇
山
の
傍
王
堂
に
休
息
し
て
い
る
と
、
庭
に
二
人
の
道
人
が
現
わ
れ
た
。
そ
の
一
人
は

青
銅
鏡
を
侭
び
て
い
た
。
胡
が
鏡
を
何
に
用
い
る
の
か
と
問
う
と
、

ま
た
妖

「
こ
れ
は
業
鏡
と
名
づ
け
、
こ
れ
で
人
を
照
す
と
、
終
身
の
貴
賎
室
町
夫
が

わ
か
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
、

っ
て
洪
載
の
一
段
、が
鉢
巻
の
上
に
つ
け
た
鏡
と
レ
う
の
も
業
鏡
で
あ
り
、
官
吏
や
富
人
の
悪
業
を
照
し
出
し
て
か
れ
ら
を
屈
伏
せ
し
め
る
意
味

一
照
を
求
め
た
と
こ
ろ
牢
明
宇
暗
で
あ
っ
た
、

と
の
話
が
あ
る
(
夷
堅
三
志
己
六
「
宇
山
雨
道
人
」
〉
。

J

R

甲、、、為

、L
J
h
、ヵ
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を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

業
鏡
で
は
な
い
が
、
方
踊
自
身
も
鏡
を
利
用
し
て
群
瑞
を
示
し
、
民
衆
を
畏
服
せ
し
め
て
い
た
ら
し
く
、

げ

し

よ

う

き

か
ぎ

(
方
)
蝋
の
婦
は
紅
粧
し
て
盛
飾
り
、
后
妃
の
よ
う
な
恰
好
を
し
て
、
鏡
を
胸
懐
の
と
三
ろ
に
置
き
、

@
 

(
人
々
は
〉
競
っ
て
群
瑞
だ
と
俸
え
た
。

『
宋
稗
類
紗
』
二
、
叛
逆
の
項
に

日
中
を
歩
く
と

ま
ば
ゆ
く
光
り

か
が
や
き
、

と
あ
る
の
が
そ
の
例
で
あ
る
。

古
来
、
鏡
は
宗
教
活
動
あ
る
い
は
信
仰
生
活
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
道
具
の
一
つ
で
あ
り
、
宗
数
指
導
者
は
鏡
の
霊
験
、
教
能
を
利
用
じ
て

信
徒
を
獲
得
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
こ
と
に
宗
数
反
凱
の
首
謀
者
が
鏡
を
使
っ
て
民
衆
を
ひ
き
つ
け
反
徒
を
糾
合
し
た
と
惇
え
る
も

の
が
あ
る
。
そ
の
一
は
惰
の
宋
子
賢
の
場
合
で
あ
る
。
宋
子
賢
は
幻
術
を
善
く
し
、
毎
夜
、
棲
上
に
光
明
を
放
っ
て
そ
れ
を
併
の
形
に
襲
え
、

463 
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自
ら
蒲
助
出
世
と
稲
し
て
い
た
。
ま
た
大
鏡
を
堂
上
に
懸
け
て
、
来
躍
者
が
あ
る
と
、
そ
の
人
の
姿
と
、
蛇
や
駄
の
霊
と
を
鏡
に
映
し
、
蛇
や

日
に
数
百
人
千
人
と
レ
う
信
者
を
集
め
た
。
そ
の
果
て
に
反
飢
を
謀
り
、

未
然
に
事
が
露
見
し
て
果
せ
な
か
っ
た
(
陪
書
二
三
)
と
い
う
。

こ
の
宋
子
賢
の

場
合
も
業
銃
の
現
に
よ

っ
て
民
衆
を
惑
わ
し
た
の
で
あ
る
。
降

っ
て

『
柳
爾
志
異
』
六
「
白
蓮
数
」
に
よ
れ
ば
、
白
蓮
数
首
の
徐
鴻
儒
は
陰
か

に
不
軌
を
懐
い
た
。
そ
こ
で
一
鏡
を
と
り
出
し
て
、
人
の
生
涯
を
映
す
ζ

と
が
で
き
る
と
し
い
、

そ
れ
を
庭
に
懸
け
て
、
人
々
に
自
分
の
姿
を

獣
は
そ
の
人
の
皿
作
業
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
言
っ
て
念
仰
を
す
す
め
、

大
業
九
年
(
六
一
一
二
)
壊
兵
し
て
場
帝
の
襲
撃
を
固

っ
た
が、

映
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
候
頭
紗
帽
、
繍
衣
、
沼
蝉
な
ど
を
つ
け
た
、
さ
ま
ざ
ま
の
姿
が
現
わ
れ
、
人
々
は
ま
す
ま
す
怪
し
み
驚
い
た
。
そ
の
話
が

遠
く
ま
で
問
え
る
と
、
ぞ
く
ぞ
く
と
鏡
に
映
し
た
い
と
い
う
人

々
が
や
っ
て
来
た
。
そ
こ
で
徐
鴻
儒
は
「
お
よ
そ
鏡
中
の
文
武
の
高
官
は
、
み

さ
た
め

し

り

ご

み

な
如
来
仰
が
龍
華
曾
中
の
人
と
注
定
ら
れ
た
人
で
あ
る
。
お
の
お
の
努
力
し
て
、
退
縮
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
宣
言
し
た
。
そ
し
て
彼
は
民
衆

し
た
。

に
向
っ
て
自
分
の
妾
を
映
す
と
、
開
先
腕
龍
衰
を
つ
け
た
レ
か
め
し
い
王
者
の
姿
で
あ

っ
た
の
で
、
民
衆
は
そ
れ
を
硯
て
篤
き
、

徐
が
そ
こ
で
緋
を
建
て
銑
を
乗
っ
て
出
陣
す
る
と
、

ど
っ
と
ひ
れ
伏
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誰
も
が
喜
び
勇
ん
で
こ
れ
に
従
が

い

鏡
に
映
っ
た
姿
に
符
合
し
た
い
と
ね
が

っ
た
。
数
月
た
た
ぬ
う
ち
に
、

集
っ
て
き
た
徒
議
は
高
を
計
え
た
、

と
あ
る
。
鏡
を
使
っ
て
徒
議
を
集
め
た
貼
で
宋
子
賢
と
共
通
す
る
。
上
記

の
方
鵬
や
洪
載
の
場
合
に
も
「
妖
術
を
以
っ
て
衆
を
惑
わ
す
」
方
法
と
し
て
、
こ
う
し
た
手
段
が
と
ら
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

方
鵬
の
宗
教
を
う
か
が
う
い
ま
一
つ
の
手
が
か
り
は
「
賓
誌
識
記
」
で
あ
る
。

『
泊
宅
編
』
に

沙
門
賓
誌
の
識
記
を
以

っ
て
愚
民
を
誘
惑
し
、
貧
乏
滋
手
の
徒
、
相
承
け
て
凱
を
な
す
。

と
記
す
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
沙
門
賓
誌
は
南
朝
の
斉
梁
時
代
に
活
躍
し
て
、
梁
武
帝
の
傘
崇
を
う
け
、
紳
異
の
借
と
し
て
知
ら
れ
た
。
そ
の
種

々
の
奇
行
霊
跡
は
な
が
く
後
世
に
停
え
ら
れ
て
、
借
伽
信
仰
な
ど
と
と
も
に
、
賓
誌
信
仰
が
ひ
ろ
く
民
衆
に
浸
透
し
た
と
い
わ
れ
旬
。
か
れ
は
好

ん
で
識
記
を
つ
く
り
、
致
言
者
と
し
て
信
奉
さ
れ
た
が
、
な
か
で
も
皇
統
の
毒
矢
を
後
言
す
る
識
記
が
王
朝
の
成
立
期
に
も
て
は
や
さ
れ
た
。

と
く
に
五
代
宋
初
の
こ
ろ
に
盛
ん
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
民
間
で
誌
公
銅
牌
な
る
も
の
を
得
た
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
「
有
一
員
人
起
翼

州
、
開
口
張
弓
在
左
漫
、
子
子
孫
孫
保
永
年
」
と
記
さ
れ
て
レ
た
。
そ
れ
を
知

っ
た
江
南
園
の
李
主
は
子
に
弘
糞
と
名
づ
け
、
呉
越
園
銭
氏
の



諸
子
も
み
な
弘
字
を
連
ね
て
、
こ
の
識
に
慮
、
ず
る
こ
と
を
期
待
し
た
が
、
天
下
を
と
っ
た
の
は
宋
の
太
租
趨
匡
胤
で
あ
っ
た
。
越
の
父
の
名
弘

肢
が
ま
さ
し
く
賓
誌
の
議
記
と
符
合
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
三
)
。
ま
た
太
卒
輿
園
七
年
(
九
八
二
)
、
野
州
の
民
楊
革
(
一
設
で
は
釘
州
懐
寧
燃
の
人
柄
琴
)
が
異
信
と
と
も
に
寓
歳
山
に
行
き
、

公
の
識
記
「
吾
観
四
五
朝
後
衣
丙
子
年
、
出
趨
競
太
卒
、
二
十
一
帝
、
社
稜
永
安
」
と
あ
る
一
関
石
を
得
て
、
こ
れ
を
朝
廷
に
献
上
し
、
太
宗

を
敬
歎
せ
し
め
た
。
そ
の
後
、
大
中
梓
符
五
年
(
一

O
一
二
)
、
員
宗
は
こ
の
石
を
近
臣
に
示
し
て
、
み
ず
か
ら
詩
と
賛
を
つ
く
り
、
誌
公
に
道

⑬
 

林

員

賞

と

加

益

し

、

賓

公

と

放

す

る

よ

う

に

な

っ

た

。

さ

ら

に

賓

誌

を

葬

っ

た

金

陵

鍾

山

の

開

善

寺

」
の
話
は
宋
初
の
宰
相
趨
普
の

『
皇
朝
飛
龍
記
』

に
載
せ
る
と
い
う
(
俳
租
統
紀

そ
こ
で
誌

誌
公
の
名
を
指
斥
す
る
こ
と
を
禁
じ

ハ
梁
天
監
十
四
年
創
建
)
は
宋
初
に
太
卒
輿
園
寺
と
改
額
さ
れ
て
園
の
保
護
を
う
け
、

後
に
金
陵
に
隠
棲
し
た
王
安
石
ま
た
資
産
金
自
を
こ
の
寺

に
施
捨
し
、
こ
の
時
、
諸
小
剰
を
併
せ
て
大
剰
に
な
っ
た
と
博
え
る
(
至
正
金
陵
新
志
二
)
。

建
す
る
と
と
も
に
大
崇
稽
寺
を
創
建
し
、
道
林
員
費
慧
感
慈
雁
普
済
の
競
を
加
え
た
。
虞
集
の
碑
文
に
よ
れ
ば
、
賓
誌
は
「
わ
が
園
家
の
神
化

た
す

を
相
け
、

降
っ
て
元
朝
で
は
、

文
宗
が
京
卒
興
園
寺
を
重

も
っ
て
わ
が
民
を
覆
護
し
」

「
水
皐
疾
疫
に
凡
そ
薦
る
こ
と
あ
ら
ば
、

願
い
に
随
っ
て
甑
ち
慮
ず
」

る
と
い
う

民
衆
の
苦
難
を
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救
い
、
数
化
を
助
け
る
紳
で
あ
っ
た
。
明
代
で
は
洪
武
帝
の
登
極
が
誌
公
の
識
に
符
合
す
る
と
レ
う
解
揮
が
な
さ
れ
て
い
た
(
金
陵
演
事
て
誌
公

議)。
が
知
ら
れ
、

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
賓
誌
は
宋
朝
以
後
の
各
王
室
の
厚
い
保
護
を
う
け
、

王
室
と
の
結
び
つ
き
の
深
さ
が
賓
誌
信
仰
の
一
特
質
で
あ
ろ
う
。

王
朝
支
配
を
助
け
る
神
借
と
し
て
崇
奔
さ
れ
て
き
た
こ
と

と
こ
ろ
で
方
脱
が
蜂
起
に
あ
た
っ
て
掲
げ
た
と
レ
う
賓
誌
識
記
と
は
、
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
宋
初
の
強
記
か
ら
考
え

る
と
、
宋
室
越
氏
が
亡
ん
で
方
氏
が
天
下
を
と
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
方
踊
は
自
ら
聖
公
と
競
し
、
永
祭
と
改
元
し
た
が
、

そ
の
倦
慌
の
正
嘗
性
を
費
誌
識
記
に
求
め
た
と
み
ら
れ
、

」
の
凱
の

「
革
命
」

的
要
素
と
し
て
ま
ず
こ
の
賓
誌
識
記
を
翠
げ
る
べ
き
で
あ
ろ

う

465 

わ
れ
わ
れ
は
方
踊
の
凱
に
お
け
る
宗
数
の
役
割
に
つ
い
て
、
業
鏡
と
賓
誌
識
記
と
に
注
目
し
之
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
探
っ
て
み
た
。
こ
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れ
ら
が
と
も
に
併
数
信
仰
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

が
た
い
が
、
少
な
く
と
も
併
教
を
採
り
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
方
磁
の
「
妖
教
」
は
、
史
料
の
制
約
か
ら
明
確
に
は
し

方
鵬
の
乱
と
喫
菜
事
魔
の
闘
係

つ
ぎ
に
、
方
臓
が
マ
ニ
教
徒
で
あ
っ
た
か
否
か
を
別
の
側
面
、
嘗
時
の
マ
ニ
数
の
流
布
欺
況
か
ら
倹
討
し
て
み
よ
う
。
宋
代
マ
ニ
敢
の
流
停

⑬
 

は
一
隅
建
か
ら
始
ま
っ
た
。
し
か
も
宋
代
を
通
じ
て
マ
ニ
一
教
の
も
っ
と
盛
ん
な
と
こ
ろ
は
幅
州
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
『
老
皐
庵
筆
記
』
一

O

『
併
組
統
紀
』
四
八
所
引
の
『
夷
堅
志
』
に
「
吃
薬
事
魔
、
三
山
尤
も
蟻
ん
に
し

に
「
問
中
に
左
道
を
習
う
者
あ
り
、
こ
れ
を
明
数
と
謂
う

て
:
:
:
稿
し
て
明
数
禽
と
掃
す
」
、

『俳
祖
統
紀
』
五
四
に
「
今
、
摩
尼
街
お
三
山
に
扇
、
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
お
り
、
一
噛
州
で
は
マ
ニ
教
を
明

数
と
稿
し
た
。
以
上
は
い
ず
れ
も
南
宋
の
記
録
で
あ
る
が
、
そ
の
存
在
は
す
で
に
北
宋
前
期
に
知
ら
れ
て
い
た
。
員
宗
の
大
中
群
符
年
間
に

『
道
臓
」
を
編
纂
し
た
際
、
一
幅
建
等
の
州
か
ら
上
進
し
た
道
書
『
明
使
摩
尼
経
』
等
が
入
識
さ
れ
(
雲
笈
七
銭
序
〉
、
ま
た
そ
の
時
、
一
幅
州
の
富

人
林
世
長
が
編
纂
官
に
賄
賂
を
贈
っ
て
マ
ニ
教
の
聖
典
『
二
宗
三
際
経
』
を
入
蔵
さ
せ
た
(
傍
租
統
紀
四
八
)
と
停
え
る
の
が
、

そ
れ
で
あ
る
。
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マ
ニ
数
は
コ
繭
建
よ
り
流
れ
て
温
州
に
至
り
、
遂
に
二
漸
に
及
ぶ
」

と

「
難
肋
編
』

に
記
す
よ
う
に
、

衣
第
に
東
海
岸
に
沿
っ
て
北
上
し

徽
宗
が
『
寓
書
道
臓
』
を
刊
刻
す
る
に
嘗
つ
て
は
、

温
州
に
マ
ニ
数
経
典
の
上
涯
を
命
じ
、
こ
れ
を
入
臓
さ
せ
た
(
焚
氏
日
抄
八
六
「
崇
諒一
宮
記
」
〉
と
い
わ
れ
る
。

た
。
そ
し
て
、

政
和
七
年
三
二
七
)
と
宣
和
二
年
(
一
一
一
一

O
)
の
二
度
に
わ
た
っ
て

ま
た
『
盤
洲
集
』
七
四
「
先
君
行

獣
記
」
に
よ
る
と
、
撰
者
洪
遥
の
父
洪
陪
は
政
和
六
年
(
一
一
一
六
〉
台
州
寧
海
豚
主
簿
と
な
り
、
『
二
宗
三
際
経
』
を
家
醸
し
、
時
節
に
都
戸

⑪
 

を
集
め
て
香
火
を
醸
出
さ
せ
紳
を
杷
っ
た
た
め
に
、
姦
人
の
告
設
を
受
け
た
富
人
の
李
氏
を
裁
い
た
と
い
う
。

つ
ま
り
北
宋
の
末
期
に
は
確
質

に
温
州
台
州
の
地
域
に
マ
-
一
は
停
播
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
宣
和
二
年
十
一
月
四
日
の
臣
僚
の
上
言
に

温
州
等
慮
の
狂
惇
の
人
は
、

し
、
続
し
て
費
堂
と
な
す
。
温
州
の
如
き
は
四
十
鈴
鹿
あ
り
、
並
び
に
是
れ
私
建
の
名
額
な
き
傍
堂
な
り
云
々
(
宋
曾
要
刑
法
二
l
七八〉。

自
ら
明
数
と
稿
し
、

暁
し
て
行
者
と
な
す
。

今
来
、

明
教
の
行
者
は
各
お
の
所
居
の
郷
村
に
屋
字
を
建
立



と
あ
り
、
官
時
、
温
州
等
で
の
マ
ニ
数
徒
の
俸
道
活
動
が
き
わ
め
て
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
上
言
に
よ
れ
ば
、
そ
の
た
め
皇
帝
の

御
筆
を
も
っ
て
、
所
在
の
官
司
に
命
じ
て
賀
状
を
徹
底
捜
査
さ
せ
、
務
刷
堂
等
を
す
べ
て
致
折
し
、
首
犯
者
を
篠
法
に
依
っ
て
慮
罰
す
る
と
と
も

に
、
賞
格
を
巌
立
し
て
他
人
の
告
援
を
許
し
た
。

方
幽
は
す
で
に
聖
公
と
読
し
永
築
と
改
元
し
て
い
た
(
十
一
月
一
日
〉
が
、

侵
擾
す
る
山
岳
地
帯
の
一
小
盗
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
明
教
禁
断
と
は
ま
っ
た
く
関
係
な
か
っ
た
。

」
の
上
言
、が
な
さ
れ
た
こ
ろ

な
お

対
源
を
本
擦
に
し
て
四
出

つ
ま
り
、
方
臨
の
能
嘗
時
、
明
数
す
な
わ
ち
マ

一
一
数
の
停
播
は
温
州
台
州
に
及
ん
で
い
た
け
れ
ど
も
、
新
江
一
帯
に
ひ
ろ
く
停
わ
っ
て
は
い
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

や
が
て
方
踊
の
乱
が
横
大
す
る
と
、
こ
の
地
方
の
民
衆
も
蜂
起
し
た
。
紹
興
七
年
十
月
二
十
九
日
の
枢
密
院
の
言
に

衆
聴
を
鼓
惑
し
、
州
豚
を
坤
持
せ
り
云
々
(
宋
曾
要
刑
法

宣
和
の
問
、
温
、
台
の
村
民
、
多
く
の
妖
法
を
向
学
ん
で
、

喫
茶
事
魔
と
競
し
、

と
あ
り
、
温
州
や
台
州
で
蜂
起
し
た
の
は
喫
茶
事
魔
と
放
す
る
妖
法
を
皐
ぶ
村
民
で
あ
っ
た
。
ま
た
前
掲
の
洪
造
「
先
君
行
献
記
」
に

方
脱
が
反
す
る
や
、
台
の
仙
居
の
民
が
之
に
麿
じ
た
。
(
陥
は
)
反
黛
を
院
捕
し
て
努
燃
に
及
ん
だ
。

@
 

燃
に
至
っ
た
云
々
。

日

菜
食
者
数
百
人
を
騒
り
て
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と
あ
る
の
も
、
方
臓
に
呼
躍
し
た
台
州
仙
居
の
民
が
喫
茶
事
魔
の
徒
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
そ
し
て
そ
の
首
領
の
一
人
が
「
魔
術
を
以
っ
て

台
の
仙
居
よ
り
瑳
し
た
」
目
師
襲
で
あ
っ
た
。
彼
に
つ
い
て
は
、
南
宋
李
守
謙
(
粂
)
の
「
戒
事
魔
詩
十
首
」
の
第
七
首
に

も

と

そ

の

か

み

⑪

仙
居
に
葎
祖
師
堂
有
り
坐
落
は
首
初
の
白
塔
郷
限
の
あ
た
り
見
る
菜
頭
の
頭
落
つ
る
地
を
今
人
は
呂
師
襲
を
説
く
を
謹
む

@
 

と
、
本
擦
の
白
塔
郷
に
は
も
と
祖
師
堂
が
あ
っ
た
こ
と
を
諸
問
え
、
こ
の
地
方
の
人
々
は
彼
を
事
魔
の
賊
帥
と
認
め
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

要
す
る
に
、
仙
居
の
巴
師
裂
は
嘗
時
の
マ
ニ
敬
の
流
体
欣
況
か
ら
み
て
も
マ
ニ
一
教
徒
に
違
い
な
く
、
台
州
地
方
の
マ
ニ
数
信
者
を
糾
合
し
て
反

乱
を
起
こ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
『
水
激
俸
』
で
は
、
彼
は
も
と
敏
州
の
富
戸
で
あ
っ
て
、
方
臨
に
銭
穀
を
献
納
し
た
こ
と
か
ら
東

買
は
彼
の
行
跡
は
わ
ず
か
し

467 

方
踊
の
手
先
と
な
っ
て
宋
江
ら
討
伐
軍
を
迎
え
撃
つ
(
百
二
十
回
本
第
百
十
一
回
)
が
、

臨
枢
密
使
に
封
ぜ
ら
れ
、



た
(
紀
市
中
本
末
、
十
朝
綱
要
)
。

か
明
ら
か
で
な
い
。
先
ず
宣
和
三
年
三
月
壬
辰
に
仙
居
間
肺
を
屠
り
、

六
月
辛
丑
に
は
挑
卒
仲
の
迫
撃
を
う
け
石
城
を
棄
て
て
遁
走
し
、

折
可
存
の
追
襲
を
う
け
た
彼
は
、
資
巌
(
台
州
)
の
険
要
に
楼
つ
て
は
げ
し
く
抵
抗
し
、

つ
い
で
四
月
戊
辰
に
台
州
城
を
攻
め
た
が
、
通
剣
李
景
淵
に
撃
ち
敗
ら
れ

そ
の
と
き
部
下
の
太
宰
呂
助
ら
が
捕
え
ら
れ

468 

た
(
十
朝
綱
要
〉。

そ
の
後
、
月
日
は
不
明
で
あ
る
が
、

@
 

つ
い
に
楊
震
に
生
檎
さ
れ
た

(
宋
史
四
四
六
、
楊
震
侍
)
と
い
う
。

つ
ま
り
目
師
袈
は
仙
居
牒
か
ら
台
州
城
そ
し
て
黄
股
豚
と
台
州
内
を
轄
戦
し

た
の
で
あ

っ
て
、
方
鵬
の
本
隊
と
は
接
鰯
を
も
た
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
『
泊
宅
編
』

ザ

』

+AR
、

bv
t
 
彼
と
と
も
に
越
州
剣
燃
の
魔
賊
仇
道

人
、
方
巌
山
賊
陳
十
四
公
ら
が
み
な
兵
を
起
こ
し
て
温
、
台
の
諸
鯨
を
攻
略
し
た
と
あ
り
、

し
か
も
仇
道
人
が
越
州
で

は
な
く
温
州
台
州
の
諸
豚
を
攻
略
し
た
の
は、

こ
の
地
方
の
マ

ニ
教
信
者
の
支
援
が
得

マ
ニ
数
徒
と
み
ら
れ
る
・
「
魔
賊
」
仇
道
人
も
方
脳

軍
と
は
関
係
が
な
か
っ

た
。

ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

『
難
肋
編
』
に

「
方
鵬
の
凱
に
、

其
の
徒
慮
冷
に
相
煽
し
て
起
つ
」

と
あ
る
其
の
徒
と
は
邑
師
張
、

仇
遁
人
ら
を

指
し
、
起
兵
の
地
域
は
マ
ニ
教
が
波
及
し
て
い
た
温
州
台
州
等
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
喫
茶
事
魔
の
語
が
始
め
て
用
い
ら
れ
た
の
は
、
現
存
史
料
で
は
、
宣
和
三
年
間
五
月
七
日
の
向
書
省
の
上
言
に
お
い
て
で
あ
る
。

契
勘
し
た
る
に
、
江
断
の
喫
茶
事
踏
の
徒
、
習
い
て
以

っ
て
風
を
成
す
。
自
来
、
博
習
妖
数
を
禁
止
す
る
刑
賞
有
り
と
い
え
ど
も
、
既
に

ト

A''u

卸
州
鯨

・
監
司
禁
止
を
信
用
さ
、
ざ
れ
ば
、
民
聞
は
告
捕
に
由
無
し
。
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喫
茶
事
'
腿
を
止
紹
す
る
の
文
な
し
。

遂
に
事
魔
の
人
、

山
谷
に
衆
を

訴を
め

一
日
縞
接
す
れ
ば
、
倍
に
経
霊
を
費
や
す
を
致
さ
ん
。
若
し
禁
約
を
重
立
せ
ざ
れ
ば
、
即
ち
以

っ
て
止
組
し
難
し
。
乞
う
僚
〔
禁
〕

を
修
立
せ
よ
、

と
。
之
に
従
う
(
宋
曾
要
刑
法
二
-
|
八
己
。

こ
の
時
、
す
で
に
方
臨
は
四
月
二
十
六
日
に
対
源
洞
で
官
軍
に
生
檎
さ
れ
て
反
凱
軍
の
主
力
は
潰
滅
し
て
い
た
が
、
し
か
し
「
支
黛
は
新
東

に
散
走
し
、
賊
勢
向
お
蛾
ん
」
(
紀
事
本
末
)
で
あ
っ

た
。

そ
の
な
か
に
は
目
師
誕
、
仇
道
人
も
含
ま
れ
る
。
官
軍
側
が
彼
ら
の
執
助
な
抵
抗
を

受
け
て
そ
の
討
伐
に
手
を
焼
い
て
い
た
時
に
、右
の
よ
う
な
喫
茶
事
魔
を
止
絶
す
る
た
め
の
特
別
の
立
法
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
、
注
目
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら
は
マ
ニ
一
教
徒
の
支
援
を
受
け
民
衆
の
な
か
に
潜
伏
し
て
巧
妙
な
ゲ
リ
ラ
戦
を
展
開
し
て
レ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
残

熊
を
酬
加
減
す
る
た
め
に
は
、
彼
ら
を
支
援
す
る
マ
ニ
教
徒
を
摘
渡
し
弾
座
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
、
官
憲
は
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か



し
、
弾
監
を
巌
し
く
す
れ
ば
す
る
ほ
ど

マ
ニ
山
教
徒
は
減
少
す
る
ど
こ
ろ
か
、

ま
す
ま
す
培
え
て
い
っ
た
e

そ
の
聞
の
情
勢
は
、
紹
興
四
年
五

月
美
丑
の
起
居
合
人
王
居
正
の
上
言
に
よ
っ
て
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

伏
し
て
見
る
に
、
雨
新
州
豚
に
喫
茶
事
魔
の
俗
有
り
。
方
勝
以
前
、
法
禁
向
お
寛
な
る
も
、
而
れ
ど
も
事
魔
の
俗
は
猶
お
未
だ
甚
だ
蛾
ん

怠
り

に
は
至
ら
ざ
り
き
。
方
鵬
の
後
、
法
禁
愈
い
よ
巌
に
し
て
、
而
も
事
腐
の
俗
は
愈
々
践
け
て
禁
、
す
べ
か
ら
ず
。
州
問
怖
の
吏
、
卒
居
坐
視
し

て、

一
切
問
わ
ざ
れ
ば
則
ち
己
ま
ん
。
閉
ま
功
を
貧
り
或
い
は
事
を
田
氏
る
る
者
有
り
て
、
梢
こ
れ
を
縦
跡
す
れ
ば
、
則
ち
一
方
の
地
は
血

を
流
し
屍
を
積
み
、
塵
舎
積
琢
訳
、

山
林
鶏
犬
の
属
に
至
る
ま
で
、
焚
焼
殺
裁
さ
れ
て
手
遺
有
る
こ
と
麻
酔
し
。
方
鵬
の
卒
ら
ぎ
て
よ
り
今
に

至
る
十
銭
年
間
に
、

不
幸
に
し
て
死
せ
る
者
は
幾
千
寓
人
と
も
知
れ
ず
云
々
(
建
炎
以
来
繋
年
要
録
七
六
〉
。

一
旦
、
事
魔
の
係
法
が
成
立
す
る
と
、
功
賞
を
求
め
或
い
は
不
費
察
の
罪
責
を
恐
れ
る
官
憲
は
血
眼
に
な
っ
て
事
魔
の
徒
の
摘
護
逮
捕
に
奔

走
し
、
そ
の
結
果
、
た
だ
菜
食
す
る
だ
け
の
無
賓
の
民
衆
も
捕
え
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
徳
清
照
が
事
魔
の
理
由
で
取
り
調
べ
た
菜
食
者
数
十
人

@
 

と
い
う
の
は
、
寅
は
薪
買
り
の
商
貰
敵
に
謹
告
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
(
攻
塊
集
一

O
六
「
参
議
方
君
墓
誌
銘
」
)
。
方
脳
の
凱
後
十
年
間
に
死
ん
だ

幾
千
寓
人
と
レ
う
な
か
に
は
、
こ
う
し
た
怨
恨
に
よ
る
一世
告
や
偽
疑
に
よ
っ
て
庭
刑
さ
れ
た
者
も
多
数
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
施
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の
候
法
は
南
宋
を
通
じ
て
数
力
を
も
ち
、
喫
茶
事
魔
の
み
な
ら
ず
邪
教
一
般
を
取
締
る
法
令
と
し
て
運
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に

マ
ニ
数
日
明
教
H
喫
茶
事
魔
は
方
磁
の
凱
嘗
時
に
は
一
幅
建
よ
り
温
州
台
州
等
に
博
わ
っ
て
い
て
、
そ
の
禁
令
も
方
臓
の
凱
と
は

さ
ら
に
喫
茶
事
魔
の
係
法
が
制
定
さ
れ
た
の
は
方
臨
が
生
檎
さ
れ
反
乱
の
主
力
が
潰
滅
し
た
後
で
あ
っ
た
。
そ
の

関
係
な
く
出
さ
れ
て
い
た
。

係
法
は
温
州
台
州
等
の
漸
東
の
マ
ニ
教
徒
の
反
範
、
口
口
師
嚢
や
仇
道
人
ら
を
押
え
る
た
め
の
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
、

れ
ば
、
マ
ニ
数
徒
は
む
し
ろ
法
禁
が
き
び
し
く
な

っ
た
凱
後
に
ま
す
ま
す
増
大
し
た
の
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
情
勢
か
ら
み
て
も
、

身
、
ま
た
反
凱
の
主
力
軍
は
マ

ニ
数
と
関
係
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
宣
和
三
年
四
月
は
じ
め
、
街
州
で
生
檎
さ
れ
た

王
居
正
の
言
に
よ

方
蝋
白

賊
首
に
鄭
魔
王
が
お
り
(
紀
事
本
末
・
宋
曾
要
)

「
そ
の
魁
を
魔
王
と
調
う
」
(
難
肋
編
)
こ
と
か
ら

一
般
に
彼
を
喫
茶
事
魔
の
魁
首
と
み
る
。
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し
か
し
魔
王
の
語
は
併
典
に
習
見
し
、
こ
の
名
競
の
み
で
彼
を
喫
菜
事
魔
の
徒
と
は
断
定
で
き
な
い
。
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四

方
鵬
の
凱
の
社
合
的
背
景

最
後
に
、
こ
の
反
蹴
の
祉
曾
的
背
景
こ
と
に
方
鵬
の
「
妖
術
」
に
鼓
舞
さ
れ
て
起
ち
あ
が
っ
た
民
衆
の
動
態
に
燭
れ
て
お
こ
う
。

反
乱
の
琵
祥
地
で
あ
る
睦
州
(
飢
後
、
阪
州
と
改
稿
)
は
、

、

吠
」
(
東
莱
呂
太
史
文
民
三
)
に
よ
れ
ば
、

『
景
定
厳
州
績
士
山
』
さ
ら
に
呂
木
中
「
爵
張
緩
州
作
乞
菟
丁
銭
奏

山
谷
が
州
域
の
八
割
を
占
め
て
耕
地
は
わ
ず
か
二
割
に
す
ぎ
ず
、

『
鍛
州
園
経
』

し
か
も
地
は
痔
せ
牛
毛
の
ご
と
き

苗
稼
し
か
育
た
な
い
。
州
下
六
牒
が
上
納
す
る
夜
米
の
数
量
は
湖
州
秀
州
な
ど
漸
西
の
富
民
一
戸
の
枚
穫
量
に
も
及
ば
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

も
と
よ
り
糧
食
は
自
給
で
き
ず
、
他
州
か
ら
の
供
給
に
頼
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
北
宋
皇
祐
年
間
(
一

O
四
九
|
五
四
)
以
来
、
郊
の

委
州
の
上
供
絹
三
寓
六
千
疋
を
肩
代
り
す
る
か
わ
り
に
、
委
州
か
ら
米
一
高
五
千
石
の
供
給
を
受
け
る
措
置
が
と
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
に
よ

っ
て
も
駐
在
す
る
官
兵
の
米
糧
を
賄
う
こ
と
が
で
き
ず
、
南
宋
中
期
で
は
な
お
一
高
三
千
一
十
碩
も
不
足
し
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
恵
ま
れ

- 36一

な
い
自
然
保
件
の
も
と
で
、
民
は
営
々
と
働
き
な
が
ら
、
つ
ね
に
貧
窮
に
あ
え
レ
で
い
た
。
た
だ
五
代
以
来
の
開
設
に
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
こ

と
に
長
話
製
紙
業
が
さ
か
ん
で
あ
り
、
さ
ら
に
茶
、
漆
、
紙
、
材
木
等
を
生
産
し
、
こ
れ
ら
の
商
品
を
銭
塘
江
を
下
っ
て
杭
州
等
に
販
貰
し
て

@
 

富
を
蓄
積
し
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
経
済
睦
制
は

よ
う
に
、
園
家
の
牧
奪
が
は
げ
し
く
な
れ
ば
、
直
ち
に
大
き
な
打
撃
を
う
け
る
。

な
き
珠
求
に
我
慢
で
き
ず
反
蹴
に
及
ん
だ
の
も
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
。

「
簡
易
の
政
に
安
ん
じ
、
之
を
擾
せ
ば
則
ち
事
を
生
ず
」
(
厳
州
関
経
一
)
と
あ
る

「
漆
緒
材
木
の
韓
」
を
所
有
し
て
い
た
方
脳
臓
が
官
司
の
厭
く

こ
の
州
の
宋
代
に
お
け
る
杜
曾
構
成
を
示
す
も
の
に
、
前
掲
の
日
本
中
の
奏
朕
が
あ
る
。
こ
の
奏
献
は
州
準
教
授
で
あ
っ
た
彼
が
乾
遵
六
年

(
二
七
O
)
知
州
張
拭
に
代
っ
て
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
(
景
定
股
州
績
志
二
)
。

そ
の
な
か
に
、
殿
州
の
丁
籍
に
よ
っ

て
管
下
六
鯨
の
丁
数
を

第
一
等
戸
よ
り
第
四
等
戸
、
第
五
等
有
産
税
戸
、
無
産
税
戸
に
分
類
集
計
し
た
数
字
を
掲
げ
る
(
第
一
表
)
。
呂
本
中
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
合
計
七

首
円
払
院
の
第
五
等
有
産
税
戸
と
い
う
の
は

「
名
は
有
産
と
な
す
も
、
大
卒
、
納
む
る
所
は
尺
寸
分
麓
升
合
秒
勺
に
す
ぎ
ず
、
有
り
と
い
え
ど
も

無
き
が
若
く
、
自
給
す
る
能
わ
ず
」
、
四
高
除
の
無
産
税
戸
に
い
た
っ
て
は
「
並
び
に
寸
土
尺
橡
な
く
、
飢
寒
穂
徒
し
、
靭
に
タ
を
謀
ら
ざ
」
る
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第二表

安途徳建

11% 

40 

8% 

76 

第一等至第四等戸

第五等有産税戸

32 

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
統
計
に
基
づ
い
て
、
鯨
ご
と
に
各
階
層
の
丁
敷
が
牒
の
全

丁
敢
に
占
め
る
割
合
を
示
し
た
も
の
が
第
二
表
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か

な
よ
う
に
、
第
五
等
の
有
産
無
産
税
戸
が
全
瞳
の
九
一
一
%
を
占
め
る
貧
困
な
地
域

11 

で
あ
っ
た
。

61 

な
か
で
も
方
鵬
が
起
こ
っ
た
淳
安
鯨
(
も
と
の
青
渓
豚
、
蹴
後
改
稽
)

で
は
無
産
税
戸
の
比
率
が
六
一
一
%
と
群
を
抜
い
て
高
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ

の
鯨
は
州
治
の
建
徳
鯨
よ
り
丁
敷
の
多
い
人
口
調
密
の
地
で
あ
る
の
で
、
無
産
税

戸
の
丁
数
は
州
全
睦
の
買
に
四
五
%
を
占
め
て
い
る
。
淳
安
懸
は
「
朝
に
タ
を
謀

ら
ざ
る
」
極
貧
の
人
戸
が
と
く
に
多
い
ば
か
り
か

J

第
一
等
よ
り
第
四
等
戸
の
占

め
る
割
合
も
も
っ
と
も
高
く
、
州
内
で
も
っ
と
も
貧
富
の
隔
差
が
著
し
い
と
こ
ろ

- 37-

吃
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
以
上
の
数
値
か
ら
、
方
鵬
の
凱
護
生

の
祉
曾
的
原
因
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
右
の
統
計
は
凱

49 

後
四
十
八
年
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
宇
世
紀
聞
の
地
域
開
護
、
人
口
費
動
を
考
慮

16 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
よ
り
三
十
一
年
前
、
範
後
十
八
年
の
紹
興
九
年

(

二

三

九

)

建

徳

鯨

の

二

二

、

六

五

六

丁

に

劃

し

て

淳

安

の
戸
口
統
計
で
も
、

無産税戸

鯨
が
二
五
、
二
九
二
丁
で
あ
り
(
巌
州
園
経
)
、
雨
鯨
の
丁
数
の
割
合
は
ほ
と
ん
ど

襲
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
反
観
賞
時
で
も
人
口
比
率
で
は
乾
道
六
年
と
著

し
い
差
異
は
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

六
一
%
を
占
め
る
無
産
税
戸
は
雇
傭
第
働
者
と
し
て
農
耕
の
ほ
か
、
養
輩
や
茶

園
漆
園
で
働
い
て
わ
ず
か
に
生
計
を
立
て
て
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
向
、
園
家
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の
牧
奪
が
は
げ
し
く
な
り
、
こ
の
地
方
の
経
済
を
墜
迫
す
る
と
、

方
蝋
が

そ
の
被
害
を
も
ろ
に
う
け
る
の
は
彼
ら
無
産
者
で
あ
っ
た
ろ
う
。

「
沙
門
賞
誌
の
畿
記
を
以

っ
て
愚
民
を
誘
惑
し
、
貧
乏
滋
手
の
徒
相
承
け
て
凱
を
篤
し
た
」
(
泊
宅
編
)
愚
民
な
り
貧
乏
滋
手
の
徒
と
は
、
こ
う

し
た
無
産
税
戸
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
方
機
の
「
革
命
」
の
撃
に
振
レ
た
ち
、
塗
炭
の
苦
し
み
か
ら
何
と
か
脱
し
よ
う
と
固
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
右
表
で
淳
安
鯨
と
類
似
の
比
率
を
示
す
も
の
に
遂
安
鯨
が
あ
る
。
全
丁
数
が
淳
安
、
建
徳
に
つ
い
で
多
い
上
に
、
無
産
税
戸
は

四
九
%
と
淳
安
に
つ
ぎ
、
第
一
ー
ー
第
四
等
戸
も
淳
安
と
並
ん
で
一
一
%
を
占
め
て
レ
る
。
こ
の
鯨
は
淳
安
牒
と
と
も
に
南
宋
交
替
期
に
反
蹴
の

頻
渡
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
建
炎
元
年
(
一
一
一
一
七
)
鳳
林
郷
の
師
亙
徐
周
・
侃
従
慶
ら
の
観
が
起
こ
っ
た
。
そ
の
魁
過
は
菜
夢
得
の

『
石
林
奏

議
b 

一
f
三
内
の
奏
肢
に
詳
し
い
。

さ
ら
に
紹
興
三
年
(
一
二
三
ニ
)
本
鯨
の
「
魔
賊
」
謬
羅
が
白
馬
洞
に
擾
っ
て
蹴
を
起
こ
し
た
(
繋
年
要
録

六
三
、
六
五
、
前
掲
の
難
肋
編
等
)
。

な
お
『
石
林
奏
議
』

一
に
は
、
淳
安
鯨
永
卒
郷
管
村
の
管
孫
衆
ら
の
凱
に
閲
す
る
奏
肢
を
も
載
せ
、
管
ら
は

み
な
方
雌
の
係
議
な
り
と
い
う
。
と
も
か
く
、

淳
安

脈

、

「

多

盗

の

匡

と

矯

」

あ
っ
た
が
、
反
凱
が
頻
設
す
る
原
因
は
雨
懸
の
著
し
い
貧
富
の
差
、
異
常
な
階
層
構
成
に
求
め
ら
れ
る
。

深
山
幽
谷
が
連
な
る
こ
の
地
方
は
容
易
に
官
兵
を
近
づ
け
な
い
自
然
の
要
害
を
な
し
、
方
脳
閣
が
認
源
洞
に
擦
っ
て
褒
衆
由
挙
兵
し
た
よ
う
に
、

逐
安
鯨
は

さ
れ
る
巌
州
(
呂
本
中
奏
吠
)
の
な
か
で
も
盗
匡
で

- 38ー

諸
反
飢
は
険
阻
な
洞
を
擦
黙
に
し
た
。
淳
安
に
材
源
、
梓
桐

威
卒
、

途
安
に
は
白
馬
、

贋
洲
と
い
っ
た
洞
が
あ
り
、

ま
た
源
と
も
稿
し
た

カ1

『
石
林
奏
議
』
に
よ
れ
ば
、
促
従
慶
ら
の
飽
に
「
(
庶
洲
)
一
源
の
内
、

八
百
除
戸
千
二
百
徐
人
、
響
醸
せ
、ざ
る
は
な
し
」

(
省
二
、
奏
乞
分

迭
例
従
腹
等
三
十
四
人
近
遠
州
軍
自
殺
扶
)
と
あ
り
、

ま
た
侃
ら
は
贋
洲
源
の
越
侯
廟
で
鼓
を
鳴
ら
し
衆
を
褒
め
て
結
集
作
過
し
た
と
記
し
(
単
位
一
、

奏
般
州
敗
侃
従
腹
鱗
護
第
一
吠
)、
こ
の
地
方
の
洞
ま
た
は
源
と
稽
す
る
も
の
の
規
模
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
方
蝋
の
凱
後
数
年
に
し

て
同
じ
地
域
で
起
こ
っ
た
諸
凱
の
「
方
鵬
の
除
議
」
と
稿
さ
れ
る
首
領
の
多
く
が
師
亙
と
あ
り
、

は
、
方
鵬
が
マ
ニ
教
徒
で
な
か

っ
た
こ
と
の
傍
謹
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
侃
ら
が
張
侯
廟
に
結
集
し
た
と
あ
る
の

方
鵬
の
反
凱
は
六
州
五
二
鯨
に
及
び
、
こ
れ
に
呼
醸
し
て
蜂
起
し
た
も
の
が
あ
り
、
反
蹴
の
嵐
は
南
漸
江
東
一
帯
を
席
巻
し
た
。
そ
の
な
か

に
は
上
記
の
睦
州
と
同
様
の
朕
況
下
に
お
か
れ
た
数
州
島
州
な
ど
の
山
間
部
の
ほ
か
、
湖
州
秀
州
常
州
と
い
っ
た
卒
野
の
穀
倉
地
帯
も
含
ま
れ



て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
反
凱
の
祉
曾
的
背
景
を
一
律
に
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
生
活
に
あ
え
ぎ
憤
殺
の
は
け
口
を
求
め
る
窮
民
は
ど

@
 

ひ
そ
か
に
緋
の
衣
巾
を
つ
く
っ
て
、
賊
の
起
こ
る
の
を
侠
つ
も
の
が
あ
っ
た
」
と
は
南

の
地
域
に
も
存
在
し
た
。

「
村
の
窮
民
の
な
か
に
は
、

宋
湖
南
の
例
で
あ
る
が
、
嘗
時
の
雨
漸
江
東
の
窮
民
た
ち
の
委
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
官
憲
の
報
告
に
も
「
江
漸
の
州
豚
で
は
多
く

睦
窟
に
偲
借
し
て
、
建
勢
作
過
す
る
人
が
あ
り

「
豚
鎮
の
小
痛
が
賊
徒
の
姓
名
を
妄
稽
し
て
文
字
を
貼
寓
し
」

「
兇
賊
と
詐
稽
し
て
、
徒
黛

を
組
み
、
放
火
し
た
り
、
財
物
を
劫
奪
す
る
も
の
や
、
霊
賊
と
詐
っ
て
匿
名
の
文
携
を
貼
り
州
鯨
を
驚
恐
さ
せ
る
者
」
(
衆
曾
要
兵
=
丁
一
一
一
、

二
二
〉
が
い
た
と
あ
る
。
彼
ら
は
反
乱
に
乗
じ
て
官
吏
や
富
室
に
劃
す
る
積
年
の
怨
恨
を
晴
ら
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
彼
ら
は
反

凱
が
鎮
静
す
る
と
、

ふ
た
た
び
も
と
の
土
地
に
蹄
っ
て
き
た
。
官
司
も
八
方
に
手
を
蓋
し
て
彼
ら
の
復
業
を
呼
び
か
け
、
彼
ら
を
安
堵
さ
せ
る

種
々
の
優
遇
措
置
を
講
じ
た
。
早
く
も
宣
和
三
年
正
月
十
四
日
、
江
南
南
街
路
の
監
司
、
所
在
の
州
鯨
官
に
命
じ
て
、
宣
・
教
・
杭
・
睦
州
の

間
克
除
す
る
こ
と
を
ゆ
る
し
た
(
同
六
九
|
四
二
等
)
。

「
兇
賊
に
剖
暑
さ
れ
逃
避
」
し
た
民
を
多
方
に
撫
議
し
て
商
業
を
動
議
し
(
宋
曾
要
食
貨
五
七
l
一
五
等
)
、
同
年
二
月
五
日
に
は
、
雨
路
の
「
賊

に
焼
却
を
被
っ
た
人
戸
」
に
封
し
、
復
業
以
前
の
見
欠
の
諸
般
の
租
賦
と
公
私
の
債
負
を
す
べ
て
帳
消
し
に
し
、
あ
ら
ゆ
る
税
賦
を
以
後
三
年

被
賊
の
州
懸
の
私
田
小
作
料
を
三
年
間
は
二
割
減
克

焚
刻
さ
れ
た
民
戸
で
私
自
を
租
佃
し

さ
ら
に
同
年
四
月
二
十
六
日
、

- 39ー

し
、
と
く
に
焚
剖
を
う
け
た
民
戸
は
一
年
間
全
克
せ
し
め
(
同
七
O
ー
一
七
九
)
、

同
年
間
五
月
十
三
日
、

て
い
て
、
掌
業
人
か
ら
種
綬
牛
具
の
類
を
借
貸
し
て
い
る
者
は
、
借
貸
料
の
二
割
を
滅
克
さ
せ
(
同
一
11

三
四等)、

同
年
八
月
十
二
日
、
復
業

の
人
戸
で
牛
具
種
椴
を
闘
く
者
に
封
し
て
提
翠
常
卒
司
に
命
じ
て
貸
付
け
を
行
な
わ
せ
た
(
同
五
七
|
一
五
等
)
。

ま
た
招
識
と
融
資
は
茶
園
戸

(
同
一
一
一
二
|
一
四
)
、
盟
亭
戸
(
同
二
五
|
一
三
〉
に
射
し
て
も
行
な
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
施
策
を
通
じ
て
、
反
乱
に
参
加
し
た
民
衆
に
は
、
自
作
・

小
作
の
農
民
の
ほ
か
茶
園
戸
、
亭
戸
な
ど
も
含
ま
れ
て
レ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

の
臣
僚
の
言
に
「
昨
来
、
雨
漸
の
賊
方
鵬
、
一
帽
建
の
賊
沼
汝
掃
は
、
皆
、

さ
ら
に

『
宋
禽
要
』
食
貨
、

紹
興
三
年
十
月
十
一
日
の
候

茶
盟
を
私
服
す
る
人
に
因
っ
て
以
っ
て
起
こ
れ
り
」
(
一
二
ハ
l
一
八
)

と
の
見
解
が
あ
り
、
方
蝋
の
見
で
も
、
歴
代
の
反
凱
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
、
茶
盟
の
密
買
者
集
園
の
活
動
が
あ
っ
た
こ
と
も
充
分
考
え
ら
れ
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以
上
の
ご
と
く
、
方
臓
の
能
は
陸
州
青
海
豚
と
い
う
山
聞
の
緊
落
に
住
む

「
貧
乏
務
手
の
徒
」
、

貫
は
全
丁
数
の
六
割
以
上
を
占
め
る
無
産

者
が
主
力
と
な
っ
て
起
こ
さ
れ
た
反
乱
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
急
速
に
山
間
と
卒
野
と
を
間
わ
ず
、
雨
漸
江
東
一
帯
を
席
巻
し
、
各
地
で
多
数
の

民
衆
が
参
加
し
た
。
彼
ら
の
職
業
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
が
、
共
通
し
て
、

貧
困
に
あ
え
ぎ
、
緋
の
衣
巾
を
用
意
し
て
賊
の
起
こ
る
の
を
待
望

し
て
い
る
窮
民
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
本
稿
の
関
心
で
あ
る
宗
教
と
の
閥
係
に
つ
い
て
は
、
反
凱
に
参
加
し
た
窮
民
の
聞
に
、
ひ
ろ
く
、
あ
ら

か
じ
め
信
仰
上
の
組
織
な
り
連
繋
が
作
ら
れ
て
い
た
様
子
は
、
現
存
の
史
料
で
認
め
ら
れ
な
レ
の
で
あ
る
。

む

す

び

本
稿
で
は
、
従
来
説
か
れ
て
レ
る
よ
う
に
、
方
蝋
の
乱
が
果
し
て
マ
ニ
数
徒
の
反
乱
で
あ

っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
、
関
係
史
料
の
検
討
を
行

な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
方
脱
が
マ

ニ
致
す
な
わ
ち
喫
茶
事
腐
の
徒
と
明
記
し
た
首
時
の
史
料
は
な
く
、
文
献
に
あ
ら
わ
れ
る
方
臨
の
「
妖
術
」

「
妖
数
」
と
は
、
業
銃
・
賓
誌
識
記
と
い

っ
た
例
数
信
仰
形
態
を
採
り
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
宋
代
マ
ニ
教
の

流
侍
朕
況
を
検
討
し
て
み
る
と
、
反
乱
首
時
に
マ
ニ
数
は
た
し
か
に
温
州
、
台
州
等
の
沿
海
地
域
に
停
摘
し
、
方
附
閣
に
響
庭
し
て
起
こ

っ
た
日

師
襲
や
仇
道
人
ら
は
マ
ニ
教
徒
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
睦
州
地
方
に
俸
わ

っ
て
い
た
形
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
反
観
に
加
わ
っ
た

- 40一

民
衆
は
お
お
む
ね
貧
困
に
あ
え
ぐ
窮
民
で
、
自
作
・
小
作
の
農
民
の
ほ
か
茶
園
戸
、

亭
戸
ら
を
含
み
、
茶
瞳
の
密
貰
者
も
加
わ
っ
て
い
た
可
能

性
が
あ
っ
た
が
、
彼
ら
の
聞
に
ひ
ろ
く
何
ら
か
の
宗
教
組
織
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
か

っ
た
。
結
局
、
方
臓
の
範
に
一
部
で
は

7

ニ
山
教
徒
の
蜂
起
が
み
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
こ
の
凱
の
主
力
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
喫
菜
事
魔
取
締
り
法
は
方
鵬
の
生
捕
後
に
瑳
布
さ
れ
、
残
黛
掃
討
の
有
力
な
武
器
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
法
律
は
そ
の
後

も
南
宋
時
代
を
通
じ
て
行
用
さ
れ
、
官
憲
は
こ
の
法
を
ふ
り
か
ざ
し
て
「
魔
数
徒
」
の
摘
震
に
奔
走
し
、

土
大
夫
は
こ
の
宗
数
に
大
き
な
関
心

を
示
し
て
多
く
の
記
録
を
遺
し
た
。

か
く
て
、
喫
茶
事
魔
は
も
っ
と
も
兇
悪
な
反
社
禽
的
宗
数
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
寅
例
と
し

て
方
蹴
の
凱
が
も
ち
出
さ
れ
た
。

は
っ
き
り
と
方
脱
が
喫
茶
事
魔
の
徒
で
あ
る
と
記
し
た
の
は
、
南
宋
の
宗
鑑
『
緯
門
正
統
』
四
(
例
租
統
紀
三



則
ち
侠
(
狼
〉
者
愚
に
湿
り
て
以
っ
て
凱
を
作
し
、

裁
を
取
る
。
方
鵬
・
呂
昂
(
呂
師
獲
〉
の
輩
の
噺
衆
す
る
者
、
是
れ
な
り
。」
と
あ
る
。
そ
の
後
、
十
巻
本
を
改
宮臥
し
た
三
巻
本
『
泊
宅
編
』
が
、

喫
茶
事
腐
の
説
明
文
中
に
「
則
陳
光
於
方
踊
是
也
」
の
一
句
を
加
え
、
さ
ら
に
『
青
漢
冠
軌
』
の
編
者
が
『
難
肋
編
』
の
事
魔
食
菜
の
項
を
本

い
よ
い
よ
方
鵬
が
喫
茶
事
魔
す
な
わ
ち
マ
ニ
数
徒
で
あ
る
と
の
印
象
を
興
与
え
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

九
に
も
引
用
)
で
、

マ
ニ
教
を
説
明
し
た
の
ち
ご
日
一
、
郡
邑
に
小
隙
あ
れ
ぽ
、

書
に
附
載
し
て
、

自
ら
諒

と
は
限
ら
な
い
。
こ
と
に
事
魔
の
篠
禁
が
制
定
さ
れ
て
以
後
は
、

な
お
本
稿
で
は
喫
茶
事
魔
す
な
わ
ち
マ
ニ
数
と
の
前
提
で
論
を
す
す
め
た
が
、
文
献
に
喫
茶
事
魔
と
か
魔
教
と
あ
る
も
の
が
す
べ
て
マ
ニ
教

さ
ま
ざ
ま
の
非
公
認
の
宗
教
圏
盟
、
反
社
曾
的
集
圏
を
ひ
っ
く
る
め
て
事
魔

の
業
と
し
て
非
難
し
検
事
す
る
よ
う
に
な

っ
た
か
ら
、
雨
者
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
黙
に
関
し
て
は
別
の
機
舎
に
論
じ
た
い

と
思

っ
て
い
る
。
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注①
中
園
農
民
戦
争
と
宗
教
と
の
閥
係
に
つ
い
て
の
諸
論
文
は
史
紹
賓
編

『
中
園
封
建
枇
禽
農
民
戦
宇
問
題
討
論
集
』
(
一
九
六
二
年
、
三
聯
書
応
)

に
収
録
す
る
ほ
か
、
熊
徳
基
「
中
園
農
民
威
容
奥
宗
数
及
其
相
関
諸
問

題
」
(
『
歴
旦
論
叢
』
第
一
瞬
、
一
九
六

O
年
)
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
紹

介
し
た
も
の
に
、
小
島
E

日
治
「
農
民
戦
争
に
お
け
る
宗
教
|
結
社
宗
教
L

(
『
中
園
文
化
叢
書
・
6
宗
教
』
昭
和
四
二
年
、
大
修
館
)
が
あ
る
。

②
蘇
金
源
、
李
春
画
編
、
一
九
六
三
年
、
中
華
書
局
。
本
書
の
編
集
が

杜
撰
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
宮
崎
市
定
「
宋
江
は
二
人
い
た
か
」
(
『
東

方
事
』
三
四
、
一
九
六
七
年
〉
に
も
宋
江
記
事
に
関
し
て
指
摘
さ
れ
て
い

る
。

③
『
闘
皐
季
刊
』
一
|
一
一
(
民
園
一
一
一
年
)
、
一
一
一
-
一

O
頁
。
そ
の
他
、
宋

代
の
マ
ニ
教
に
つ
い
て
は
、
重
松
俊
章
「
唐
宋
時
代
の
末
尼
教
と
庇
数
問

題
L

(

『
史
淵
』
一
二
、
昭
和
二
年
〉
、
牟
潤
孫
「
宋
代
摩
尼
数
」
(
『
輔
仁

皐
誌
』
七
ー
一
、
二
、
民
閤
二
七
年
)
、
奥
恰
「
明
教
輿
大
明
帝
闇
」
ハ
『
讃

史
劉
記
』

一
九
五
六
年
、
三
聯
書
庖
〉
参
照
。
な
お
方
臓
の
凱
に
闘
す
る

最
近
の
論
文
に

町
内
闘
。
ペ
ロ
-
r
E
M
m
-
h
'切
町
宮
丸
、
ロ
¥

忌
問

、
s
p
m
h白
河
急
三
円
札
口
ぉ
・

同
』
〉

ω・
M
p
s
g・

が
あ
る
。
ま
た
宮
崎
市
定
『
水
添
侍
』
(
中
公
新
書
、
昭
和
四
七
年
、
中

央
公
論
社
)
第
三
章
「
妖
賊
方
紙
」
は
一
示
唆
に
富
む
。

③
余
嘉
錫
『
四
庫
提
要
鮮
設
』
各
五
(
一
九
五
八
年
、
科
撃
出
版
祉
)

⑤
湯
中
『
宋
曾
要
研
究
』
(
民
国
一
一
一
年
、
商
務
印
書
館
)

⑤
李
綱
「
上
玉
太
宰
論
方
窓
蓄
」
(
文
集
一

O
八
)
:
・
:
設
疑
兵
、
自
江
乗

湖
而
下
。
統
兵
者
悉
衆
揮
之
。
賊
由
山
径
擦
虚
以
入
、
途
陥
銭
堀
。

⑦
張
太
尉
廟
宣
和
憲
犯
邑
。
輩
見
紳
金
甲
按
兵
、
河
岸
列
峨
皆
紳
抗
。

冠
篤
遁
、
口
巴
得
全
。
民
相
帥
洞
之
。
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③ 

新
安
河
西
廟
宣
和
冠
制
肌
、
逼
南
郷
。
郷
人
静
鷲
。
柄
拘
日
興
冠
職
廟
前

橋
上
、
見
紳
立
空
中
、
飛
矢
石
如
雨
。
冠
驚
走
、
南
郷
得
全
。

慈
感
附
宣
和
中
、
民
避
冠
其
問
。
冠
笠
山
中
草
木
皆
魚
兵
、
刷
出
不
敢

犯
。

(
以
上
、
宗
定
赤
城
志
一
二
一
〉

盛
一
柿
廟
宣
和
初

。近
郊
復
有
陸
盗
千
絵
入
、
且
及
城
下
。
知
州
事

王
筒
見
紳
於
夢
。
己
而
守
城
者
、
夜
観
異
人
冠
服
悲
惨
、
往
来
維
燦

問
。
的
相
缶
詰
、
知
紳
陰
助
。
賊
卒
。
州
主
其
事
。
遂
有
封
額
之
賜
。

(
』
嘉
泰
奥
興
志
二
ニ
)

刑
制
略
刷
宣
和
辛
丑
e

e

一
夕
、
四
山
旗
般
車
葉
、
隠
隠
出
入
雲
問
。

見
者
戚
疑
川
焼
、
而
廟
不
存
怠
〈
。
覗
之
来
煩
位
。
未
幾
、
又
有
復
見
、

如
前
日
之
具
、
若
反
飾
而
来
。
賊
徒
忽
肱
川
、
呼
目
、
天
丘
(
至
笑
。

途
自

相
攻
殺
。
官
平
未
至
、
賊
己
破
退
。
郷
人
相
輿
復
築
廟
宇
甚
盛
。

武
一
脂
肪
方
脈
陥
銭
帥
畑
、
欲
東
犯
合
約
υ

其
衆
見
(
北
嶺
)
将
軍
棚
担
金

甲
、
隙
丘
(
於
間
風
ハ
江
岸
、
張
大
政
有
北
山
領
ム
字
。
賊
不
敢
波
。
郡
守
劉
忠

額
公
上
其
事
、
賜
今
鎖
。

(
以
上
、
嘉
泰
曾
稽
志
六
)

少
随
侍
鹿
州
。

問
、
其
世
氷
山
腿
也
、
止
以
政
苅
、
枚
百
徐
人
、
絡
吊
舶

首
、
州
市
鋭
子
上
、
日
光
照
耀
。
白
龍
泉
山
問
、
飢
鳴
鉦
鼓
、
順
流
而
下
。

史
恰
前
掲
論
文
、
『
讃
史
制
記
』
二
五
一
頁
。

温
則自陣
賊
洪
再
、
使
其
徒
来
攻
、
其
西
、
呂
師
袈
以
施
術
、
震
予
台
之

仙
居
。

宋
斡
元
吉
『
南
澗
甲
乙
稿
』
一
九
「
庭
州
東
山
蹴
梁
氏
一阿
堂
碑
銘
」

州
側
賊
之
総
洪
載
、
果
道
松
陽
、
接
接
郡
城
。

刻
取
大
家
財
、
散
以
募

衆
。
又
以
妖
術
盛
都
民
ο

世
刷
鋭
築
上
、
目
、
可
以
照
人
罪
業
。
卸
殿

出
、
難
問
応
酬
到。

織
田
得
能
『
例
数
大
僻
典
』
五
六
二
頁
。

@③  ⑪ ⑫ 

⑬ 

敦
爆
白
土
「
悌
説
十
王
経
」
に

第
五
七
日、

過
閣
羅
王

讃
日
、
五
七
問
中
継
息
誇
聾
罪
人
心
恨
未
甘
情

策
髪
仰
頭
看
業
鋭
始
知
先
世
事
分
明

附刷
之
婦
、
紅
放
盛
飾
、
如
后
妃
象
。
以
銃
置
胸
懐
問
、
就
日
中
行
、
則

光
彩
畑
然
。
続
伸
以
魚
群
瑞
。

⑬

賀
誌
停
お
よ
び
資
誌
信
仰
に
つ
い
て
は
、
牧
田
諦
古川
「
中
園
に
お
け
る

民
俗
悌
教
成
立
の
過
程
二
、
賢
誌
和
向
」
(
中
園
近
世
例
数
史
研
究
、
昭

和
三
二
年
、
卒
築
寺
苫
庖
)
が
あ
る
。

⑮

以

上

は

『
長
編
』
二
三
|
9
、
七
九

9
、
『
宋
曾
要
』
瑞
異

一
ロ
、

日、

『悌
租
統
紀
』
四
三
等
に
按
る
。

⑫
首
時
、
誌
公
識
の
ほ
か
唐
の
李
淳
風
ら
の
推
背
悶
が
も
て
は
や
さ
れ
た

(
重
松
俊
章
「
唐
宋
時
代
の
瀬
勤
数
匪
」
史
淵
三
、
昭
和
六
年
、
一

O
O

頁
)
が
、

二

一O
四
本
『
水
飴
停
』
第
一
一

O
固
に
、
方
臓
が
奉
じ
た
と

い
う
推
背
闘
の
文
「
十
千
加
一
貼
、
各
議
始
稽
得
、
縦
横
過
祈
水
、
額
跡

在
呉
興
」
を
載
せ
る
。
も
と
よ
り
虚
構
と
は
い
え
、

誌
公
識
と
い
う
の
も

こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

⑬

宋

代
マ
ニ

教
の
流
通
に
つ

い
て
は
と
く
に
前
掲
牟
潤
孫
論
文
に
引
用
す

る
史
料
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。

⑬
先
君
登
政
和
五
年
進
土
第
、
主
台
州
寧
海
待
。
命
日
令
去
、
踊
其
事

O

E-
-

李
氏
富
而
種
、
家
機
妖
書
、
放
二
宗
三
際
経
。
時
節
集
糾
曲
、
敵
呑
火

紀
一刷、

元
未
嘗
習
也
。
姦
人
誌
入
伍
中
、
通
其
女
。
飢
油
、
印
告
燃
、

逮
迭
獄
。

方
剛
山
反
、
台
之
仙
居
民
熔
之
。
醗
捕
反
鴬
及
芳
勝
。

一
目
、
騒
菜
食
者

数
百
人
至
豚
。
丞
尉
皆
臼
可
殺
。
先
君
字
不
得
。
丞
尉
用
賞
秩
。
不
織

'U 
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③ 



年
、
相
継
死
。
皆
見
所
殺
鍵
腐
云
。

@
『
嘉
定
赤
城
士
山
』
三
七
、
風
土
門

仙
居
奮
有
組
師
堂
一
坐
落
嘗
初
白
塔
郷

呂
師
嚢

牟
潤
孫
に
よ
れ
ば
、
撰
者
李
守
謙
は
開
稽
三
年
(
一
二

O
七
〉
知
台
州

と
な
っ
た
李
粂
の
謀
り
で
あ
る
と
い
う
。

②
『
赤
城
志
』

一八
、
軍
防
門
に
よ
れ
ば
、
呂
師
褒
の
飢
に
よ
り
、
こ
こ

に
白
塔
案
が
置
か
れ
た
。
蘇
西
三
十
五
里
に
あ
る
。
嘉
定
十
五
年
(
一
二

二
二
)
贋
守
碩
と
臣
僚
の
奏
一
言
に
、
省
時
こ
の
地
は
す
で
に
開
設
さ
れ
て

衆
落
に
な
っ
た
と
あ
る
。

@
『
赤
城
志
』
三
地
里
門
に
、
責
巌
蘇
南
三
十
里
に
、
宣
和
中
に
建
て
た

徳
勝
橋
が
あ
り
、
冠
を
こ
こ
で
勅
滅
し
た
の
で
、
徳
勝
と
名
づ
け
た
と
あ

る。

眼
見
菜
頭
落
地

今
人
誇
説

477 

@ 

徳
清
師
脚
鞠
茄
素
者
数
十
人
、
請
論
如
律
。
君
究
其
賞
。
乃
郷
邑
郷
民
、

因
筈
薪
致
競
、
居
周
知
曲
家
認
訴
、
雨
造
倶
他
組
、
案
中
皆
牽
蓮
者
。

③
こ
の
地
域
の
経
済
に
つ
い
て
は
、
斯
波
義
信
『
宋
代
商
業
史
研
究
』

(
一
九
六
八
年
、
風
間
書
房
)
を
参
照
。
な
お
同
氏
は
最
近
、
唐
宋
期
の

江
南
の
地
域
開
設
の
賓
態
を
解
明
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
本
題
の
枇
曾
的
経
済

的
背
景
の
詳
細
に
つ
い
て
も
、
氏
の
今
後
の
成
果
に
期
待
し
た
い
。

③
:
:
:
粂
殿
州
産
茶
浩
大
、
居
民
例
以
採
摘
潟
衣
食
。
(
石
林
奏
一
議
倉
一

、

奏
乞
克
殿
州
途
安
等
三
勝
二
税
和
買
吠
)

②
湖
南
縁
大
丘
(
大
皐
之
後
、
繕
以
月
椿
重
欽
。
叉
州
郡
豚
道
鮮
得
人
。
故

民
力
大
段
困
乏
、
怨
洛
日
甚
。
村
落
窮
民
、
有
私
製
緋
衣
巾
、
以
侠

盗
起
者
。
(
胡
寅
、
裳
然
集
一
八
、
寄
張
相
書
)
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Political Aspects of the Yellow Turban 黄巾Revolt

　　　

一一Chieflyin Connection with the Eunuchs一一一一

　　　　　　　　　　

ＴｓＨＭｐｆｅｏＭａｉｓitｚａki

　　

Until now the revolt has been regarded as ａ peasants' revolt, or else it

has it has been studied in its religious aspects.　　The relation between

the revolt and the eunuchs has not yet been investigated, though the

latter played an important part in the political situation of the latｅ　ＨｏIt

召朋後漢period. In the historical sources, however, there are quite ａ

few references to the relations between them.　Considering the impo-

rtance of the eunuchs in this period we cannot regard those references

as ａ mere accident. The relations between the revolt and the eunuchs,

owing to ↑he character of the sources, are described from the standpoint

of the latter.　０ｎ the other hand, however, the description makes it

clear how the Yellow Turban party appealed to the eunuchs and ｃｏｕ比

It shows that the Yellow Turban revolt, which has been regarded as ａ

peasants' revolt, was ａ great political movement which included the eu-

nuchs. In this article the author proposes ａ new conception of the late

ＨｏｕＨａｎperiod through the analysis of the Yellow Turban revolt,

especially in relation to the eunuchs.

The Fang La 方蝋Revolt and the Chi-cai･shi-mo喫菜事魔Sect

　　　　　　　　　　　　

ＭａｓaakiChikｕｓａ

　　

It is commonly accepted that the Fang La Revolt at the end of the

Northern Song 北宋Dynasty was fomented by the Ｃｌｎ-ｃａｉ-ｓhi-ｍｏor

Manicheans.

　　

No contemporary authorities, however, report that Fang

La was ａ Manichean.　　０ｎ the contrar}', his “ Yao-shu ″ 妖術（Ｓｏｒｃｅｒｙ）

was influenced rather by Buddhistic methods like those described in the

Ｃみ加･μ謙記section of the Ｂａｏ･ｚhi賢誌and Ye-jing業鏡（“Mirror of

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－1－



Karma”）lt is said that Manicheanism was introduced into Fu-jian福建，

and Liang-zhe雨浙during the Song period. It was, no doubt, being

taught in Wen Zhou 温州and Tai Zhou 豪州 around　the　time　of　the

revolt.

　

It is therefore possible that people such as Lii Shi-nang 呂師資

■who rose in revolt in Tai Zhou in response to Fang La, were Maniche-

ans.

　　

But there is no evidence that the　religion　had　been　introduced

by this time into Mu Zhou 睦州, the center of the revolt.　Moreover,

it was only after･the capture of Fang　La　and　the　destruction　of　the

main force of the revolt that　ａ　ban　was　imposed　on　the　practice　6f

Chi-ｃａｉ｡ｓ垣｡別θ.

　

The ban was. in　fact,imposed as one of　the ･means

for suppressing the remnants　6f　the　revolt in the　Tai　Zhou region.

Thus, Fang La himself and 出ｅ main force of the　revolt lead　by him

were not Manicheans, though Manicheans seemed to have joined this

revolt in Wen Zhou and Tai Zhou.

The Revolt of Liu Liu 劉六and Liu Qi 劉七

　　　　　　　

Ｇｃｎｓｈｏ　Niｓｈｉｆｎｕｒａ

　　

There were peasant rebellions all over China in the early sixteenth

century.

　

The rebellion of Liu Liu and Liu Qi was one of the greatest

ones. Because　of so-called 7 Huang hai ” 皇害(imperial ｉｎｃｏｍｐｅtｅｎｃｅ）

and the arbitrary behavior of local ０伍cials which was linked with it,

the whole country fell into ａ panic, and at last　there occurred a large

scale peasant rebellion around t!le capital where the ｅχploitation was

the severest.

　　

At first, in the 4th year of Zheng De 正徳(1509), the rebellion

took the form of banditry, but, in the 6 th year (1511), the rising spread

to He-bei 河北, Shan-dong山東, He-nan河南, Shan-xi山西, Jiang･su

江蘇, An-hui安徽, and Hu-bei 湖北provinces, then at last it was defeated

in late July of 1512.

　　

In July of 1511, at Cang-zhou 洽州，ａ program was adopted, which

systematized tactics which had succeeded since the uprising began, and ｅｍ｡
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